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人の動き
■ 2020 年 5 月 31 日現在 （外国人含む）
　人口 11,145　男 5,264   女 5,881   先月比  （男 -11　女 -9）
■ 5 月中の異動  （人）転入 4   転出 18　出生 4　死亡 10
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写真：6月17日、寺前小学校でサツマイモ苗の植え付けが行われました。
　　　梅雨の晴れ間が広がる中、6年生が1本ずつ丁寧に植えていました。

｜特集  大雨に備える
｜令和元年度  下半期の財政状況

｜神河町の人口の推移

｜令和2年度  後期高齢者医療制度  受給者の皆様へ
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大
雨
に
備
え
る

ゲ
リ
ラ
豪
雨
を
は
じ
め
と
し
た
風
水
害
や
土
砂
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
で

き
る
よ
う
、
日
頃
か
ら
防
災
意
識
を
持
ち
、
自
分
や
家
族
の
安
全
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

警
戒
レ
ベ
ル
を
用
い
た
避
難
勧
告
等
の

発
令
に
つ
い
て

　
町
民
の
皆
様
が
情
報
の
意
味
を
直
感
的
に
理

解
で
き
る
よ
う
、表
の
よ
う
に
防
災
情
報
を
５
段

階
の
警
戒
レ
ベル
で
示
し
、と
る
べ
き
行
動
が
国
に

お
い
て
明
確
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
避
難
命
令
」と
い
う
避
難
情
報
は
あ
り
ま
せ

ん
。ま
た
、集
中
豪
雨
や
台
風
が
発
生
し
た
場

合
、急
激
な
河
川
水
位
の
上
昇
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、絶
対
に
河
川
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　
高
齢
者
や
子
ど
も
、病
気
の
方
は
、早
め
に
避

難
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。地
域
で
協
力
し
ま

し
ょ
う
。

　
出
水
期
に
は
、
「
土
石
流
」
「
地
す
べ
り
」

「
が
け
崩
れ
」
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

【
土
砂
災
害
の
発
生
し
や
す
い
現
象
】

○
雨
の
降
り
方
が
異
常

○
急
に
川
の
水
が
濁
る

○
裏
山
か
ら
の
変
な
音
（
地
鳴
り
　
等
）
や

　
土
く
さ
い
臭
い

○
が
け
か
ら
小
石
が
パ
ラ
パ
ラ
落
ち
る

○
が
け
の
亀
裂
や
水
が
噴
き
出
す
　
な
ど

　
神
河
町
は
町
域
の
８
割
が
山
林
で
あ
り
、

山
裾
沿
い
に
建
ち
並
ぶ
家
屋
が
多
く
あ
り
ま

す
。
山
崩
れ
や
土
石
流
が
発
生
す
る
と
一
瞬

に
し
て
建
物
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
ま

す
。
日
頃
か
ら
こ
の
よ
う
な
現
象
に
は
注
意

し
、
少
し
で
も
お
か
し
い
と
感
じ
、
異
常
な

現
象
を
確
認
し
た
と
き
は
、
早
め
の
自
主
避

難
を
お
願
い
し
ま
す
。

避
難
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
防
止
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

　
災
害
発
生
ま
た
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
と

き
、
町
内
各
避
難
所
が
開
設
さ
れ
ま
す
が
、

避
難
所
に
多
く
の
人
が
集
ま
っ
た
場
合
、
密

閉
・
密
集
・
密
接
（
３
つ
の
密
）
の
状
況
が

発
生
し
や
す
く
、
ま
た
、
断
水
に
よ
る
衛
生

環
境
の
悪
化
等
が
懸
念
さ
れ
、
感
染
症
拡
大

の
リ
ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
町
で
は
感
染
症

予
防
に
配
慮
し
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て
避
難

所
を
開
設
し
ま
す
が
、
地
震
災
害
や
風
水
害

に
よ
り
避
難
が
必
要
な
場
合
に
は
、
町
民
の

皆
様
に
次
の
点
に
ご
留
意
い
た
だ
き
、
避
難

所
で
の
感
染
症
拡
大
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
安
全
な
場
所
へ
の
避
難
に
つ
い
て

「
避
難
」
と
は
「
難
」
を
「
避
」
け
る
こ

と
、
つ
ま
り
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ

り
、
避
難
勧
告
や
避
難
指
示
な
ど
の
避
難
情

報
は
、
必
ず
し
も
避
難
所
へ
の
移
動
を
促
す

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
例
：
住
ん
で
い

る
場
所
が
浸
水
想
定
の
区
域
に
該
当
し
て
い

な
い
場
合
な
ど
）

　
町
が
お
配
り
し
て
い
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

に
よ
り
、
自
宅
の
災
害
リ
ス
ク
等
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
避
難
が
必
要
な
場
合
、
避
難
所

で
の
３
つ
の
密
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
た

め
、
自
宅
の
２
階
な
ど
へ
の
避
難
（
垂
直
避

難
）
や
、
安
全
な
場
所
に
あ
る
親
戚
や
知
人

の
家
等
に
避
難
す
る
こ
と
も
ご
検
討
く
だ
さ

い
。

令
発
が
町

表
発
が
庁
象
気

警戒レベル 種　類 内　容
警戒
レベル
５

災害発生情報
既に災害が発生している状況で
あり、命を守るための最善の行
動をとる。

警戒
レベル
４

避難指示（緊急）災害が発生する恐れが極めて高い。
避難勧告 災害が発生する恐れがある。

警戒
レベル
３

避難準備情報・
高齢者等避難
開始

今後、避難勧告が発令される可能
性が高い。
（移動に時間のかかる高齢者や障
がい者の方を早期に避難させるた
めの呼びかけ）

警戒
レベル
２

注意報

ハザードマップ等により災害リス

タイミング等の再確認、避難情報

避難に備え自らの避難行動を確認

警戒
レベル
１

警報級の可能性
防災気象情報等の最新情報に注
意するなど、災害への心構えを
高める。

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
に
協
力
を
！

土
砂
災
害
に
警
戒
を
！
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次のところから、防災情報を入手することができます。　

　　

 

防
災
情
報
の

　確
認
を
し
ま
し
ょ
う

1.「テレビ・ラジオ」
台風などの進路予測、気象予報・警報などが
入手できます。

2.「防災行政無線・ケーブルテレビ」
災害時または災害が発生するおそれのある時は、町から情報
提供を行います。

4.『緊急速報エリアメール等
   （ＮＴＴドコモ・ａｕ・ソフトバンク）』

町からの避難情報や緊急地震速報（震度４以上）が町域にお
られるＮＴＴドコモ・ａｕ・ソフトバンクの携帯電話所有者
にメールで届きます。

5.『兵庫県　地域の風水害対策情報』
インターネットにより気象情報やライブカメラによる河川
監視情報、災害時の道路通行規制情報などを見ることがで
きます。

アドレス　http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/

6. その他、防災関連の情報については、
　 気象庁や町のホームページでも入手できます。
6. その他、防災関連の情報については、
　 気象庁や町のホームページでも入手できます。

日ごろから積極的に情報取得に努めてください。日ごろから積極的に情報取得に努めてください。

3.「防災ネットかみかわ（携帯電話）」
次のアドレスのホームページ（またはＱＲコード読み取り）か
ら「お知らせメール」の登録を行うと、兵庫県や町からの防災
情報メールが届きます。
(登録がまだの方はぜひ登録をお願いします)

防災ネットかみかわアドレス
http://bosai.net/kamikawa/ 

主な非常持ち出し品リスト

□非常食（カンパンなど）　□飲料水

□懐中電灯　　□衣類・下着類・軍手

□ラジオ・電池
□貴重品（現金等）　□タオル
□薬・救急セット　 □マスク
□ライター・マッチ
□ティッシュ・哺乳瓶・紙おむつ  など

非
常
持
ち
出
し
品
の
準
備
を
！

　
各
家
庭
で
も
３
日
分
の
飲
料

水
・
食
料
お
よ
び
生
活
必
需
品
を

備
蓄
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
い
ざ
と
い
う
時
は
、
す
ぐ
に

避
難
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
日
頃
か
ら
各
家
庭
で
、
生
活
必

需
品
の
備
蓄
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。
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１．台風接近に伴う自主避難のために町指定緊急避難場所を事前開設する場合

2. ゲリラ豪雨等急な状況で町指定緊急避難場所を開設の場合
　（水防指令 3号発令後に、開設する場合）

町と区の水防活動（避難場所開設フロー図）

自主防災役員・民生委員・消防団と連携、区内パトロール、
災害時要援護者へ声かけ等

区公民館の開設 避難受入れ

避難指示

避難勧告

上記解除

避難場所閉鎖水防指令 1号解除

閉鎖

解散

避難に関する情報を防災行政無線等でお知らせします。
町から、区へ避難場所の開設依頼をしたものとご理解お願いします。

避難場所開設指令
（避難場所開設）

町の動き 区の動き

水防指令 1号・2号・3号発令

自主防災役員・民生委員・消防団と連携、区内パトロール、
災害時要援護者へ声かけ等

これが町から区への避難場所開設依頼となります。自主避難受入れ

※水防指令 1号は避難場所開設
　指令の前に発令する場合も有

区公民館の開設 自主避難受入れ

避難勧告

避難指示（緊急）

上記解除

避難場所閉鎖水防指令 1号解除

閉鎖

解散

避難準備・高齢者等避難開始情報 避難に関する情報を防災行政無線等でお知らせします。
状況によっては、より安全な場所に移動していただく場
合があります。

避難場所開設指令
（避難場所事前開設）

防災行政無線、防災ネットかみかわで、避難場所の開設をお知らせします。

町の動き 区の動き

水防指令 1号・2号・3号発令
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避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
登
録
し
ま
し
ょ
う

　
  

〜
い
ざ
と
い
う
時
、
あ
な
た
の
命
を
守
る
た
め
に
〜

■問 

健
康
福
祉
課

　
☎
３
２

－

２
４
２
１

　近年、豪雨災害が各地で起きています。被害を最小限に食い止めるためには、
万一の際にどこに、誰とどうやって避難をするか、何を持って逃げるかを決めて
おくなど、日頃からの準備が大切です。
　神河町では、『避難行動要支援者名簿』を整備し、関係機関と情報を共有し、
災害時に迅速に支援ができる体制づくりを進めています。この名簿は、健康福祉
課が管理し、各地域の自主防災組織、消防団、民生児童委員が保管します。詳し
くは、健康福祉課までお問い合わせください。

スタート

1人暮らし世帯

要介護３・４・５または
障害区分認定を受けている

自力で避難所まで
逃げることが
できない

個人情報の使用に
同意する

1日の大半が1人又は高齢者のみである

家族だけでは避難が困難

登録不要 登録必要

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

どういう人が対象になるの？？
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令和元年度下半期の
財政状況をお知らせします

■ 問 総務課  ☎ 34－0001

人口　11，１９１人 　世帯数　４，１８７世帯  （令和2年3月31日現在）

　神河町の収入や支出の状況がどうなっているか皆さんに知っていただくため、令和元年度下半
期における執行状況をお知らせします。令和2年3月31日現在の予算額及び執行済額は次のとおり
です（平成30年度からの繰越明許費等を含みます）。

歳  入 歳  出

町税
23.2%

地方交付税
42.4%

国県支出金

財産収入等

11.1%

1.7%地方債  7.4％

使用料・手数料
2.3%

繰越金 4.1%
譲与税・交付金

4.3%

分担金・負担金
0.5%

諸収入 3.0％  

災害復旧費 0.7％ 議会費等 1.1％

総務費
17.0%

民生費
13.7％

衛生費 26.4%

農林水産費 4.8%

商工費

土木費
6.1%

消防費
3.3%

3.9%

教育費
10.1%

公債費
12.9%

＜歳入の状況＞ ＜歳出の状況＞

0 100,000 200,000 300,000
議会費等

災害復旧費

公債費

教育費

消防費

土木費

商工費

農林水産費

衛生費

民生費

総務費 131,238
185,883

106,198
141,656

204,203
210,302

37,391
56,988

30,233
36,220

78,399
99,407
99,854
99,895

47,125
80,339

25,255
27,916

5,681
6,970
8,681
9,416

支出額 予算額

（万円）

収入額 予算額

0 100,000 200,000 300,000

財産収入等

地方債

繰越金

譲与税・交付金

諸収入

分担金・負担金

使用料・手数料

国県支出金

地方交付税

町税 177,593
181,921

84,522
131,408

17,490
18,250

23,230
32,205
33,016
33,016
31,589
31,589

12,855
34,386

56,544
163,274

3,942
4,898

324,045

324,045

（万円）

収入済額　　  76億4,826万円
予算に対する執行率 　80.1％

支出済額　　  77億4,258万円
予算に対する執行率 　81.1％

一般会計 95億4,992万円（内3億7,040万円は繰越分）

2020   JULY

1
特　別　会　計

企　業　会　計

会　計　名 区分 予算額 執行済額 執行率％ 30年度決算額

介護療育支援事業 歳入
歳出

産業廃棄物処理事業 歳入
歳出

寺前地区振興基金 歳入
歳出

長谷地区振興基金 歳入
歳出

国民健康保険事業 歳入
歳出

後期高齢者医療事業 歳入
歳出

介 護 保 険 事 業 歳入
歳出

土 地 開 発 事 業 歳入
歳出

訪 問 看 護 事 業 歳入
歳出

会　計　名 区分 予算額 執行済額 執行率％ 30年度決算額

水道事業 歳入
歳出

下水道事業 歳入
歳出

神崎総合病院事業 歳入
歳出

※企業会計は、収益的収支額（消費税込）のみを計上しています。

6,700 万円
6,700 万円
4,069 万円
4,069 万円

303 万円
303 万円
858 万円
858 万円

14 億 2,454 万円
14 億 2,454 万円
1 億 8,558 万円
1 億 8,558 万円

14 億 5,180 万円
14 億 5,180 万円

8,770 万円
8,770 万円

1 億 4,869 万円
1 億 4,869 万円

6,036 万円
5,685 万円
3,806 万円

633 万円
271 万円
271 万円
828 万円
828 万円

12 億 5,153 万円
12 億 2,068 万円
1 億 7,780 万円
1 億 5,593 万円

11 億 9,451 万円
12 億 9,133 万円

5,778 万円
116 万円

1 億 3,029 万円
1 億 1,705 万円

90.1 
84.9 
93.5 
15.6 
89.4 
89.4 
96.5 
96.5 
87.9 
85.7 
95.8 
84.0 
82.3 
88.9 
65.9 
1.3 

87.6 
78.7 

7,072 万円
5,846 万円
8,185 万円
6,482 万円

521 万円
521 万円
417 万円
417 万円

14 億   140 万円
13 億 6,464 万円
1 億 7,964 万円
1 億 7,768 万円

14 億 3,047 万円
14 億 1,267 万円

6,507 万円
765 万円

1 億 4,311 万円
1 億   747 万円

4 億 3,990 万円
4 億 3,990 万円
6 億 8,274 万円
6 億 8,274 万円

34 億 7,964 万円
34 億 7,964 万円

4 億 2,873 万円
3 億 9,834 万円
6 億 7,725 万円
6 億 1,982 万円

31 億 1,802 万円
34 億   627 万円

97.5 
90.6 
99.2 
90.8 
89.6 
97.9 

4 億 2,379 万円
4 億   585 万円
6 億 7,906 万円
6 億 2,465 万円

30 億 7,398 万円
30 億 6,663 万円

町有財産の状況 (一般会計 ) 町債 ( 借入金 ) の残高

☆普通会計分
☆水道会計分
☆下水道会計分
☆神崎総合病院分
　合　計
◎町民 1 人当たりの額 
　　　　　　　（昨年同期 200 万円）

126 億 5,800 万円
22 億 7,345 万円
47 億   122 万円
36 億 8,036 万円

233 億 1,303 万円
約 208 万円

町民１人当たりの予算額(一般会計)　

人口 11,191人（令和2年3月31日現在）
　　　令和元年度　　 85万円
　　　平成30年度　　 92万円

915,062㎡
83,990㎡

4,960 万円
3,030 万円

17 億 9,946 万円
1 億 9,068 万円

27 億 4,577 万円
92 台
11 台

☆土地
☆建物 
☆有価証券
☆出資による権利
☆公営企業会計への出資
☆債権
☆基金
☆物品（車両）
☆物品（可搬式小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ）
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令和元年度下半期の
財政状況をお知らせします

■ 問 総務課  ☎ 34－0001

人口　11，１９１人 　世帯数　４，１８７世帯  （令和2年3月31日現在）

　神河町の収入や支出の状況がどうなっているか皆さんに知っていただくため、令和元年度下半
期における執行状況をお知らせします。令和2年3月31日現在の予算額及び執行済額は次のとおり
です（平成30年度からの繰越明許費等を含みます）。

歳  入 歳  出

町税
23.2%

地方交付税
42.4%

国県支出金

財産収入等

11.1%

1.7%地方債  7.4％

使用料・手数料
2.3%

繰越金 4.1%
譲与税・交付金

4.3%

分担金・負担金
0.5%

諸収入 3.0％  

災害復旧費 0.7％ 議会費等 1.1％

総務費
17.0%

民生費
13.7％

衛生費 26.4%

農林水産費 4.8%

商工費

土木費
6.1%

消防費
3.3%

3.9%

教育費
10.1%

公債費
12.9%

＜歳入の状況＞ ＜歳出の状況＞

0 100,000 200,000 300,000
議会費等

災害復旧費

公債費

教育費

消防費

土木費

商工費

農林水産費

衛生費

民生費

総務費 131,238
185,883

106,198
141,656

204,203
210,302

37,391
56,988

30,233
36,220

78,399
99,407
99,854
99,895

47,125
80,339

25,255
27,916

5,681
6,970
8,681
9,416

支出額 予算額

（万円）

収入額 予算額

0 100,000 200,000 300,000

財産収入等

地方債

繰越金

譲与税・交付金

諸収入

分担金・負担金

使用料・手数料

国県支出金

地方交付税

町税 177,593
181,921

84,522
131,408

17,490
18,250

23,230
32,205
33,016
33,016
31,589
31,589

12,855
34,386

56,544
163,274

3,942
4,898

324,045

324,045

（万円）

収入済額　　  76億4,826万円
予算に対する執行率 　80.1％

支出済額　　  77億4,258万円
予算に対する執行率 　81.1％

一般会計 95億4,992万円（内3億7,040万円は繰越分）

2020   JULY

1
特　別　会　計

企　業　会　計

会　計　名 区分 予算額 執行済額 執行率％ 30年度決算額

介護療育支援事業 歳入
歳出

産業廃棄物処理事業 歳入
歳出

寺前地区振興基金 歳入
歳出

長谷地区振興基金 歳入
歳出

国民健康保険事業 歳入
歳出

後期高齢者医療事業 歳入
歳出

介 護 保 険 事 業 歳入
歳出

土 地 開 発 事 業 歳入
歳出

訪 問 看 護 事 業 歳入
歳出

会　計　名 区分 予算額 執行済額 執行率％ 30年度決算額

水道事業 歳入
歳出

下水道事業 歳入
歳出

神崎総合病院事業 歳入
歳出

※企業会計は、収益的収支額（消費税込）のみを計上しています。

6,700 万円
6,700 万円
4,069 万円
4,069 万円

303 万円
303 万円
858 万円
858 万円

14 億 2,454 万円
14 億 2,454 万円
1 億 8,558 万円
1 億 8,558 万円

14 億 5,180 万円
14 億 5,180 万円

8,770 万円
8,770 万円

1 億 4,869 万円
1 億 4,869 万円

6,036 万円
5,685 万円
3,806 万円

633 万円
271 万円
271 万円
828 万円
828 万円

12 億 5,153 万円
12 億 2,068 万円
1 億 7,780 万円
1 億 5,593 万円

11 億 9,451 万円
12 億 9,133 万円

5,778 万円
116 万円

1 億 3,029 万円
1 億 1,705 万円

90.1 
84.9 
93.5 
15.6 
89.4 
89.4 
96.5 
96.5 
87.9 
85.7 
95.8 
84.0 
82.3 
88.9 
65.9 
1.3 

87.6 
78.7 

7,072 万円
5,846 万円
8,185 万円
6,482 万円

521 万円
521 万円
417 万円
417 万円

14 億   140 万円
13 億 6,464 万円
1 億 7,964 万円
1 億 7,768 万円

14 億 3,047 万円
14 億 1,267 万円

6,507 万円
765 万円

1 億 4,311 万円
1 億   747 万円

4 億 3,990 万円
4 億 3,990 万円
6 億 8,274 万円
6 億 8,274 万円

34 億 7,964 万円
34 億 7,964 万円

4 億 2,873 万円
3 億 9,834 万円
6 億 7,725 万円
6 億 1,982 万円

31 億 1,802 万円
34 億   627 万円

97.5 
90.6 
99.2 
90.8 
89.6 
97.9 

4 億 2,379 万円
4 億   585 万円
6 億 7,906 万円
6 億 2,465 万円

30 億 7,398 万円
30 億 6,663 万円

町有財産の状況 (一般会計 ) 町債 ( 借入金 ) の残高

☆普通会計分
☆水道会計分
☆下水道会計分
☆神崎総合病院分
　合　計
◎町民 1 人当たりの額 
　　　　　　　（昨年同期 200 万円）

126 億 5,800 万円
22 億 7,345 万円
47 億   122 万円
36 億 8,036 万円

233 億 1,303 万円
約 208 万円

町民１人当たりの予算額(一般会計)　

人口 11,191人（令和2年3月31日現在）
　　　令和元年度　　 85万円
　　　平成30年度　　 92万円

915,062㎡
83,990㎡

4,960 万円
3,030 万円

17 億 9,946 万円
1 億 9,068 万円

27 億 4,577 万円
92 台
11 台

☆土地
☆建物 
☆有価証券
☆出資による権利
☆公営企業会計への出資
☆債権
☆基金
☆物品（車両）
☆物品（可搬式小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ）
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平成30年度(H31.3.31) 令和元年度(R2.3.31)
年少 生産 老年 人口計

(人)
出生数
(0歳児)

年少 生産 老年 人口計
(人)

出生数
(0歳児)(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

神河町の過去４年間の人口推移と出生数をお知らせします。（各年度 3月 31日現在）
各集落の人口は、年少人口（0～ 14歳）、生産年齢人口（15～ 64歳）、
老齢人口（65歳以上）ごとに表記しています。

0

3

12

23

6

30

40

100

61

115

27

27

40

31

34

64

31

21

29

66

48

36

25

148

33

32

14

37

26

32

7

9

4

13

3

4

2

1

8

0

1,242

0.0

3.3

5.6

7.7

3.3

8.4

8.1

12.1

12.9

13.3

12.9

8.0

15.2

11.3

11.2

9.0

11.9

8.2

7.6

35.3

12.3

10.9

16.6

15.6

10.2

11.4

7.4

13.9

15.8

8.6

3.8

5.1

6.1

8.0

4.3

8.7

4.7

3.7

5.1

0.0

10.9

30

27

93

134

100

172

283

491

250

492

109

188

146

168

155

397

134

118

209

120

215

168

69

554

171

143

99

140

81

188

88

89

24

84

32

23

19

14

83

9

6,109

50.0

29.3

43.5

44.8

54.6

48.2

57.3

59.4

52.9

56.8

52.2

55.8

55.5

61.1

51.0

55.8

51.3

46.1

54.6

64.2

55.0

50.8

45.7

58.3

52.9

51.1

52.7

52.4

49.1

50.7

47.6

50.9

36.4

51.5

46.4

50.0

44.2

51.9

53.2

39.1

53.5

30

62

109

142

77

155

171

235

162

259

73

122

77

76

115

250

96

117

145

1

128

127

57

249

119

105

75

90

58

151

90

77

38

66

34

19

22

12

65

14

4,070

50.0

67.4

50.9

47.5

42.1

43.4

34.6

28.5

34.2

29.9

34.9

36.2

29.3

27.6

37.8

35.2

36.8

45.7

37.9

0.5

32.7

38.4

37.7

26.2

36.8

37.5

39.9

33.7

35.2

40.7

48.6

44.0

57.6

40.5

49.3

41.3

51.2

44.4

41.7

60.9

35.6

60

92

214

299

183

357

494

826

473

866

209

337

263

275

304

711

261

256

383

187

391

331

151

951

323

280

188

267

165

371

185

175

66

163

69

46

43

27

156

23

11,421

0

0

0

0

0

0

0

7

4

10

2

0

1

1

1

5

3

0

2

3

1

3

1

6

4

2

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

61

0

1

12

19

4

29

36

104

63

104

26

24

46

31

36

62

24

20

25

65

42

29

32

141

30

29

16

34

25

31

7

8

5

11

4

3

2

1

13

0

1,194

0.0

1.2

5.7

6.5

2.2

8.1

7.5

12.8

13.7

12.3

12.4

7.4

16.9

11.4

11.9

8.8

9.5

7.9

6.8

34.6

11.2

9.2

20.4

15.1

9.7

10.8

8.5

12.9

15.9

8.5

3.9

4.7

7.5

7.1

6.1

6.5

4.9

3.6

8.2

0.0

10.7

25

24

90

130

96

170

274

479

233

481

117

175

149

162

150

386

132

114

195

121

202

158

65

548

167

139

100

134

77

183

86

86

25

80

30

23

17

14

79

11

5,927

45.5

28.6

42.5

44.4

53.6

47.4

57.1

58.9

50.5

56.9

55.7

54.2

54.8

59.8

49.7

54.7

52.2

45.2

52.8

64.4

53.9

50.3

41.4

58.5

54.0

51.9

52.9

51.0

49.0

50.3

48.3

50.9

37.3

51.9

45.5

50.0

41.5

50.0

50.0

45.8

52.9

30

59

110

144

79

160

170

230

165

261

67

124

77

78

116

258

97

118

149

2

131

127

60

247

112

100

73

95

55

150

85

75

37

63

32

20

22

13

66

13

4,070

54.5

70.2

51.9

49.1

44.1

44.6

35.4

28.3

35.8

30.9

31.9

38.4

28.3

28.8

38.4

36.5

38.3

46.8

40.4

1.1

34.9

40.4

38.2

26.4

36.2

37.3

38.6

36.1

35.0

41.2

47.8

44.4

55.2

40.9

48.5

43.5

53.7

46.4

41.8

54.2

36.4

55

84

212

293

179

359

480

813

461

846

210

323

272

271

302

706

253

252

369

188

375

314

157

936

309

268

189

263

157

364

178

169

67

154

66

46

41

28

158

24

11,191

0

0

0

0

0

3

1

6

3

4

3

1

1

0

0

7

1

0

0

1

0

1

0

6

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

44

■ 問 住民生活課  ☎ 34－0962

神河町の人口の推移
［平成28年度～令和元年度］

区　名

新　田

作　畑

大　畑

越　知

岩　屋

根宇野

山　田

中　村

粟賀町

福　本

貝　野

しんこう
タウン

寺　野

柏　尾

加　納

東柏尾

吉　冨

杉

大　山

猪　篠

新　野

野　村

比　延

寺　前

鍛　治

大　河

上　岩

高朝田

宮　野

南小田

上小田

川　上

大川原

本　村

赤　田

重　行

為　信

峠

栗

渕

計

※割合（%）は自動計算処理していますので、合計が 100%になっていない場合があります。

平成28年度(Ｈ29.3.31) 平成29年度(Ｈ30.3.31)
年少 生産 老年 人口計

(人)
出生数
(0歳児)

年少 生産 老年 人口計
(人)

出生数
(0歳児)(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

3

6

17

24

12

31

41

105

60

112

18

32

42

32

31

81

29

19

30

52

55

42

29

156

32

31

14

37

25

35

6

12

1

17

3

4

1

1

12

0

1,290

4.6

5.7

7.4

7.4

5.9

8.4

8.0

12.5

12.5

12.9

9.1

9.0

15.4

11.6

10.1

11.1

11.0

7.2

7.5

35.9

13.2

12.2

16.4

16.4

9.9

10.5

7.4

13.4

14.7

9.0

3.2

6.5

1.6

9.7

4.3

8.3

2.2

3.3

7.4

0.0

11.0

33

33

98

147

115

183

299

520

256

515

107

200

154

170

165

409

139

133

231

92

238

176

90

550

171

156

106

153

90

207

91

100

24

90

32

24

19

15

84

11

6,426

50.8

31.4

42.4

45.5

56.9

49.5

58.1

61.8

53.2

59.3

54.0

56.3

56.4

61.8

53.6

56.0

52.7

50.2

57.5

63.4

57.1

51.3

50.8

58.0

52.9

52.7

55.8

55.2

52.9

53.4

47.9

53.8

38.7

51.4

45.7

50.0

42.2

50.0

51.9

39.3

54.7

29

66

116

152

75

156

175

216

165

242

73

123

77

73

112

240

96

113

141

1

124

125

58

243

120

109

70

87

55

146

93

74

37

68

35

20

25

14

66

17

4,027

44.6

62.9

50.2

47.1

37.1

42.2

34.0

25.7

34.3

27.8

36.9

34.6

28.2

26.5

36.4

32.9

36.4

42.6

35.1

0.7

29.7

36.4

32.8

25.6

37.2

36.8

36.8

31.4

32.4

37.6

48.9

39.8

59.7

38.9

50.0

41.7

55.6

46.7

40.7

60.7

34.3

65

105

231

323

202

370

515

841

481

869

198

355

273

275

308

730

264

265

402

145

417

343

177

949

323

296

190

277

170

388

190

186

62

175

70

48

45

30

162

28

11,743

0

0

0

1

0

0

3

13

3

9

1

1

1

3

0

8

2

0

0

2

3

6

1

11

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

74

3

4

16

22

10

32

42

111

62

111

23

25

40

32

35

67

28

20

27

58

48

33

29

153

30

31

13

36

30

32

6

10

4

14

2

4

0

1

12

0

1,256

4.6

4.1

7.1

7.0

5.3

8.6

8.3

13.2

12.9

12.9

11.2

7.4

14.8

11.5

11.2

9.5

11.1

7.8

6.9

36.0

12.2

10.0

17.4

16.2

9.3

10.7

7.0

13.1

17.0

8.4

3.1

5.4

6.1

8.2

2.9

9.1

0.0

3.6

7.4

0.0

10.9

32

31

95

142

105

179

290

507

252

494

113

193

154

174

160

402

130

124

221

102

216

173

84

548

174

152

103

150

87

194

94

98

24

88

32

22

18

15

85

10

6,267

49.2

32.0

42.2

45.1

55.6

48.4

57.5

60.4

52.5

57.5

54.9

57.4

56.8

62.4

51.3

56.8

51.4

48.4

56.4

63.4

55.1

52.4

50.3

58.0

53.9

52.4

55.4

54.5

49.4

51.2

49.2

53.3

36.4

51.8

47.1

50.0

42.9

53.6

52.1

41.7

54.2

30

62

114

151

74

159

172

221

166

254

70

118

77

73

117

239

95

112

144

1

128

124

54

244

119

107

70

89

59

153

91

76

38

68

34

18

24

12

66

14

4,037

46.2

63.9

50.7

47.9

39.2

43.0

34.1

26.3

34.6

29.6

34.0

35.1

28.4

26.2

37.5

33.8

37.5

43.8

36.7

0.6

32.7

37.6

32.3

25.8

36.8

36.9

37.6

32.4

33.5

40.4

47.6

41.3

57.6

40.0

50.0

40.9

57.1

42.9

40.5

58.3

34.9

65

97

225

315

189

370

504

839

480

859

206

336

271

279

312

708

253

256

392

161

392

330

167

945

323

290

186

275

176

379

191

184

66

170

68

44

42

28

163

24

11,560

0

0

1

0

0

1

1

15

2

8

0

0

0

1

1

2

1

1

1

3

2

2

1

5

1

2

1

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0
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神河町の人口の推移
［平成28年度～令和元年度］

区　名

新　田

作　畑

大　畑

越　知

岩　屋

根宇野

山　田

中　村

粟賀町

福　本

貝　野

しんこう
タウン

寺　野

柏　尾

加　納

東柏尾

吉　冨

杉

大　山

猪　篠

新　野

野　村

比　延

寺　前

鍛　治

大　河

上　岩

高朝田

宮　野

南小田

上小田

川　上

大川原

本　村

赤　田

重　行

為　信

峠

栗

渕

計

※割合（%）は自動計算処理していますので、合計が 100%になっていない場合があります。

平成28年度(Ｈ29.3.31) 平成29年度(Ｈ30.3.31)
年少 生産 老年 人口計

(人)
出生数
(0歳児)

年少 生産 老年 人口計
(人)

出生数
(0歳児)(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

3

6

17

24

12

31

41

105

60

112

18

32

42

32

31

81

29

19

30

52

55

42

29

156

32

31

14

37

25

35

6

12

1

17

3

4

1

1

12

0

1,290

4.6

5.7

7.4

7.4

5.9

8.4

8.0

12.5

12.5

12.9

9.1

9.0

15.4

11.6

10.1

11.1

11.0

7.2

7.5

35.9

13.2

12.2

16.4

16.4

9.9

10.5

7.4

13.4

14.7

9.0

3.2

6.5

1.6

9.7

4.3

8.3

2.2

3.3

7.4

0.0

11.0

33

33

98

147

115

183

299

520

256

515

107

200

154

170

165

409

139

133

231

92

238

176

90

550

171

156

106

153

90

207

91

100

24

90

32

24

19

15

84

11

6,426

50.8

31.4

42.4

45.5

56.9

49.5

58.1

61.8

53.2

59.3

54.0

56.3

56.4

61.8

53.6

56.0

52.7

50.2

57.5

63.4

57.1

51.3

50.8

58.0

52.9

52.7

55.8

55.2

52.9

53.4

47.9

53.8

38.7

51.4

45.7

50.0

42.2

50.0

51.9

39.3

54.7

29

66

116

152

75

156

175

216

165

242

73

123

77

73

112

240

96

113

141

1

124

125

58

243

120

109

70

87

55

146

93

74

37

68

35

20

25

14

66

17

4,027

44.6

62.9

50.2

47.1

37.1

42.2

34.0

25.7

34.3

27.8

36.9

34.6

28.2

26.5

36.4

32.9

36.4

42.6

35.1

0.7

29.7

36.4

32.8

25.6

37.2

36.8

36.8

31.4

32.4

37.6

48.9

39.8

59.7

38.9

50.0

41.7

55.6

46.7

40.7

60.7

34.3

65

105

231

323

202

370

515

841

481

869

198

355

273

275

308

730

264

265

402

145

417

343

177

949

323

296

190

277

170

388

190

186

62

175

70

48

45

30

162

28

11,743

0

0

0

1

0

0

3

13

3

9

1

1

1

3

0

8

2

0

0

2

3

6

1

11

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

74

3

4

16

22

10

32

42

111

62

111

23

25

40

32

35

67

28

20

27

58

48

33

29

153

30

31

13

36

30

32

6

10

4

14

2

4

0

1

12

0

1,256

4.6

4.1

7.1

7.0

5.3

8.6

8.3

13.2

12.9

12.9

11.2

7.4

14.8

11.5

11.2

9.5

11.1

7.8

6.9

36.0

12.2

10.0

17.4

16.2

9.3

10.7

7.0

13.1

17.0

8.4

3.1

5.4

6.1

8.2

2.9

9.1

0.0

3.6

7.4

0.0

10.9

32

31

95

142

105

179

290

507

252

494

113

193

154

174

160

402

130

124

221

102

216

173

84

548

174

152

103

150

87

194

94

98

24

88

32

22

18

15

85

10

6,267

49.2

32.0

42.2

45.1

55.6

48.4

57.5

60.4

52.5

57.5

54.9

57.4

56.8

62.4

51.3

56.8

51.4

48.4

56.4

63.4

55.1

52.4

50.3

58.0

53.9

52.4

55.4

54.5

49.4

51.2

49.2

53.3

36.4

51.8

47.1

50.0

42.9

53.6

52.1

41.7

54.2

30

62

114

151

74

159

172

221

166

254

70

118

77

73

117

239

95

112

144

1

128

124

54

244

119

107

70

89

59

153

91

76

38

68

34

18

24

12

66

14

4,037

46.2

63.9

50.7

47.9

39.2

43.0

34.1

26.3

34.6

29.6

34.0

35.1

28.4

26.2

37.5

33.8

37.5

43.8

36.7

0.6

32.7

37.6

32.3

25.8

36.8

36.9

37.6

32.4

33.5

40.4

47.6

41.3

57.6

40.0

50.0

40.9

57.1

42.9

40.5

58.3

34.9

65

97

225

315

189

370

504

839

480

859

206

336

271

279

312

708

253

256

392

161

392

330

167

945

323

290

186

275

176

379

191

184

66

170

68

44

42

28

163

24

11,560

0

0

1

0

0

1

1

15

2

8

0

0

0

1

1

2

1

1

1

3

2

2

1

5

1

2

1

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0
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　被保険者証を保険医療機関等の窓口で提示すれば、かかった医療費のうち、下表の「一部負担金の割
合」の支払いで治療を受けることができます。
　また、同一の医療機関で 1 か月（同じ月内）の医療費の一部負担金が高額になったときは、下表の「自
己負担限度額（月額）」までの支払いとなります（同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算
します）。ただし、「所得区分」が「低取得Ⅰ・Ⅱ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現
役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の方は「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般」、後者は「現役
並み所得者Ⅲ」の「自己負担限度額（月額）」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給
されます。

　「低所得Ⅰ・Ⅱ」に該当している方（世帯員全員が住民税非課税の方）は、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」を医療機関等の窓口で被保険者証とともに提示することで、医療機関等ごとに 1 か月間の
窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります（柔道整復、鍼灸、あんまマッ
サージの施術などは除く）。入院時の食事代等についても減額されます。　
　減額認定証の更新時期は毎年 8 月 1 日です。現在、減額認定証をお持ちで 8 月以降も引き続き対象と
なる方には、7 月中旬に新しい減額認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。世帯員全員が住民
税非課税の方で減額認定証の申請をされていない場合は、住民生活課で申請してください。

　「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当している方は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で被保険者
証とともに提示することで、医療機関ごとに１か月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じ
た限度額までとなります。
　限度額認定証の更新時期は毎年８月１日です。現在、限度額認定証をお持ちで８月以降も引き続き対
象となる方には、７月中旬に新しい限度額認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。「現役並み
所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当している方で限度額認定証の申請をされていない場合は、住民生活課で申請して
ください。

   」般一「りよにとこるす請申に口窓当担の町）区（市、は合場るす当該にかれずいの次、しだた　）１※（
　　　　の区分になります。なお、対象となる可能性がある方には申請書を送付します。
　　　　○同一世帯の被保険者が１人　⇒　① 被保険者の前年の収入額が383万円未満、または② 同一
　　　　　世帯に 70 歳以上 75 歳未満の方がおり、被保険者と 70 歳以上 75 歳未満の方全員の前年の収
　　　　　入合計額が 520 万円未満の場合
　　　　○同一世帯に被保険者が２人以上　⇒　被保険者全員の前年の収入合計額が 520 万円未満の場合

（※２）　昭和 20 年１月２日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額 145 万円以上であっ
　　　　ても、被保険者全員の基礎控除（33 万円）後の総所得金額等の合計額が 210 万円以下であれば、
　　　　「一般」の区分になります。

（※３）　過去 12 か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」となり、上限額
　　　　が下がります。

（※４）　指定難病患者の方は 260 円です。
　　　　精神病床へ平成 27 年４月１日以前から平成 28 年４月１日まで継続して入院されている方で、
　　　　引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間 260 円に据え置かれます。

（※５）　過去 12 か月の入院日数が 90 日を超える場合の 91 日目からの額（160 円）。申請が必要です。

医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）

限度額適用認定証（限度額認定証）

所得区分
一部

負担金
の割合

自己負担限度額（月額） 入院時の食事代
の標準負担額

（1 食あたり）外来 入院

現役並み
所得者

Ⅲ 同一世帯に、住民税課税所得額 690 万円
以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

3 割

252,600 円 +（総医療費－ 842,000 円）× 1％
〈多数回 140,100 円〉（※ 3）

460 円
（※ 4）

Ⅱ 同一世帯に、住民税課税所得額 380 万円
以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

167,400 円 +（総医療費－ 558,000 円）× 1％
〈多数回 93,000 円〉（※ 3）

Ⅰ
同一世帯に、住民税課税所得額 145 万円
以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
　　　　　　　　　　　　　　（※ 1・2）

80,100 円 +（総医療費－ 267,000 円）× 1％
〈多数回 44,400 円〉（※ 3）

一般 同一世帯に、住民税課税所得額 145 万円以上
の後期高齢者医療の被保険者がいない方

1 割

18,000 円
57,600 円

〈多数回 44,400 円〉
（※ 3）

低所得者

Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税である方

8,000 円

24,600 円
210 円

［160 円］
（※ 5）

Ⅰ
世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各
所得（公的年金控除額は80万円として計算
します）が0円の方

15,000 円 100 円

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
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3
保険料の計算方法

保険料のお支払い方法

所得の低い方の軽減（令和２年度）

被扶養者だった方の軽減（令和２年度）

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度の保険料（年額）を決める基準である保険料率（均等割額と所

得割率）は２年ごとに見直し、令和２年度の保険料額は以下のとおりです。

被保険者証

保険料のお支払いは、以下の 2 通りとなります。
①年金からのお支払い【特別徴収】
　特にお手続きいただく必要はありません。
　また、口座振替によるお支払いに変更することができます。
②口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】
　7 月から翌年 3 月まで毎月お支払いいただきます。対象となる年金の受給額が年額 18 万 
　円未満の方、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金の受
　給額の 1/2 を超える方は普通徴収となります。

　同一世帯内の被保険者と世帯主の令和元年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、
均等割額が軽減されます。

（注 1）　本来は７割軽減ですが、特例措置により 7.75割軽減となります。
（注 2） 令和元年度の28万円から拡充されました。
（注 3） 令和元年度の51万円から拡充されました。

※ 65 歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大 15 万円を
　控除し、軽減判定します。

　この制度の加入前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者だった方は、所得割
額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入
　されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、
　両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

①均等割額

+ =51,371円

※総所得金額等とは、収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、
　医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません）を引いた金額です。

（令和元年中（1 ～ 12 月）の総所得金額等（※）
   －基礎控除額 33 万円）× 所得割率 10.49％

保険料額（年額）
（賦課限度額 64 万円）

②所得割額 ①＋②

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準以下の世帯 軽減割合（軽減後の均等割額：年額）

基礎控除額
(33万円）

 （11,558円）（注１）7.75割
世帯内の被保険者全員の所得

（公的年金等控除額は80万円として計算します）が0円 ７割（15,411円）

基礎控除額（33万円）＋28.5万円（注2）×被保険者数 ５割（25,685円）  

基礎控除額（33万円）＋52万円（注3）×被保険者数 ２割（41,096円） 
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1　令和2年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します

２　７月中旬に新しい被保険者証を送付します

　被保険者証の更新時期は毎年８月１日です。８月１日から新しい被保険者証を医療機関
等の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期間が短い被保険者証
（短期被保険者証）を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は早めに相
談してください。
　８月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和元年中の所得により算出
された令和２年度の住民税課税所得と令和元年中の収入額をもとに計算されています。ま
た、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
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　被保険者証を保険医療機関等の窓口で提示すれば、かかった医療費のうち、下表の「一部負担金の割
合」の支払いで治療を受けることができます。
　また、同一の医療機関で 1 か月（同じ月内）の医療費の一部負担金が高額になったときは、下表の「自
己負担限度額（月額）」までの支払いとなります（同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算
します）。ただし、「所得区分」が「低取得Ⅰ・Ⅱ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現
役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の方は「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般」、後者は「現役
並み所得者Ⅲ」の「自己負担限度額（月額）」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給
されます。

　「低所得Ⅰ・Ⅱ」に該当している方（世帯員全員が住民税非課税の方）は、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」を医療機関等の窓口で被保険者証とともに提示することで、医療機関等ごとに 1 か月間の
窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります（柔道整復、鍼灸、あんまマッ
サージの施術などは除く）。入院時の食事代等についても減額されます。　
　減額認定証の更新時期は毎年 8 月 1 日です。現在、減額認定証をお持ちで 8 月以降も引き続き対象と
なる方には、7 月中旬に新しい減額認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。世帯員全員が住民
税非課税の方で減額認定証の申請をされていない場合は、住民生活課で申請してください。

　「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当している方は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で被保険者
証とともに提示することで、医療機関ごとに１か月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じ
た限度額までとなります。
　限度額認定証の更新時期は毎年８月１日です。現在、限度額認定証をお持ちで８月以降も引き続き対
象となる方には、７月中旬に新しい限度額認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。「現役並み
所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当している方で限度額認定証の申請をされていない場合は、住民生活課で申請して
ください。

   」般一「りよにとこるす請申に口窓当担の町）区（市、は合場るす当該にかれずいの次、しだた　）１※（
　　　　の区分になります。なお、対象となる可能性がある方には申請書を送付します。
　　　　○同一世帯の被保険者が１人　⇒　① 被保険者の前年の収入額が383万円未満、または② 同一
　　　　　世帯に 70 歳以上 75 歳未満の方がおり、被保険者と 70 歳以上 75 歳未満の方全員の前年の収
　　　　　入合計額が 520 万円未満の場合
　　　　○同一世帯に被保険者が２人以上　⇒　被保険者全員の前年の収入合計額が 520 万円未満の場合

（※２）　昭和 20 年１月２日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額 145 万円以上であっ
　　　　ても、被保険者全員の基礎控除（33 万円）後の総所得金額等の合計額が 210 万円以下であれば、
　　　　「一般」の区分になります。

（※３）　過去 12 か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」となり、上限額
　　　　が下がります。

（※４）　指定難病患者の方は 260 円です。
　　　　精神病床へ平成 27 年４月１日以前から平成 28 年４月１日まで継続して入院されている方で、
　　　　引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間 260 円に据え置かれます。

（※５）　過去 12 か月の入院日数が 90 日を超える場合の 91 日目からの額（160 円）。申請が必要です。

医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）

限度額適用認定証（限度額認定証）

所得区分
一部

負担金
の割合

自己負担限度額（月額） 入院時の食事代
の標準負担額

（1 食あたり）外来 入院

現役並み
所得者

Ⅲ 同一世帯に、住民税課税所得額 690 万円
以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

3 割

252,600 円 +（総医療費－ 842,000 円）× 1％
〈多数回 140,100 円〉（※ 3）

460 円
（※ 4）

Ⅱ 同一世帯に、住民税課税所得額 380 万円
以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

167,400 円 +（総医療費－ 558,000 円）× 1％
〈多数回 93,000 円〉（※ 3）

Ⅰ
同一世帯に、住民税課税所得額 145 万円
以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
　　　　　　　　　　　　　　（※ 1・2）

80,100 円 +（総医療費－ 267,000 円）× 1％
〈多数回 44,400 円〉（※ 3）

一般 同一世帯に、住民税課税所得額 145 万円以上
の後期高齢者医療の被保険者がいない方

1 割

18,000 円
57,600 円

〈多数回 44,400 円〉
（※ 3）

低所得者

Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税である方

8,000 円

24,600 円
210 円

［160 円］
（※ 5）

Ⅰ
世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各
所得（公的年金控除額は80万円として計算
します）が0円の方

15,000 円 100 円
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3
保険料の計算方法

保険料のお支払い方法

所得の低い方の軽減（令和２年度）

被扶養者だった方の軽減（令和２年度）

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度の保険料（年額）を決める基準である保険料率（均等割額と所

得割率）は２年ごとに見直し、令和２年度の保険料額は以下のとおりです。

被保険者証

保険料のお支払いは、以下の 2 通りとなります。
①年金からのお支払い【特別徴収】
　特にお手続きいただく必要はありません。
　また、口座振替によるお支払いに変更することができます。
②口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】
　7 月から翌年 3 月まで毎月お支払いいただきます。対象となる年金の受給額が年額 18 万 
　円未満の方、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金の受
　給額の 1/2 を超える方は普通徴収となります。

　同一世帯内の被保険者と世帯主の令和元年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、
均等割額が軽減されます。

（注 1）　本来は７割軽減ですが、特例措置により 7.75割軽減となります。
（注 2） 令和元年度の28万円から拡充されました。
（注 3） 令和元年度の51万円から拡充されました。

※ 65 歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大 15 万円を
　控除し、軽減判定します。

　この制度の加入前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者だった方は、所得割
額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入
　されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、
　両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

①均等割額

+ =51,371円

※総所得金額等とは、収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、
　医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません）を引いた金額です。

（令和元年中（1 ～ 12 月）の総所得金額等（※）
   －基礎控除額 33 万円）× 所得割率 10.49％

保険料額（年額）
（賦課限度額 64 万円）

②所得割額 ①＋②

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準以下の世帯 軽減割合（軽減後の均等割額：年額）

基礎控除額
(33万円）

 （11,558円）（注１）7.75割
世帯内の被保険者全員の所得

（公的年金等控除額は80万円として計算します）が0円 ７割（15,411円）

基礎控除額（33万円）＋28.5万円（注2）×被保険者数 ５割（25,685円）  

基礎控除額（33万円）＋52万円（注3）×被保険者数 ２割（41,096円） 
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1　令和2年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します

２　７月中旬に新しい被保険者証を送付します

　被保険者証の更新時期は毎年８月１日です。８月１日から新しい被保険者証を医療機関
等の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期間が短い被保険者証
（短期被保険者証）を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は早めに相
談してください。
　８月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和元年中の所得により算出
された令和２年度の住民税課税所得と令和元年中の収入額をもとに計算されています。ま
た、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
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高額な医療費 事前手続き 医療機関・薬局等で

70歳未満の方 住民生活課で交付申請
が必要です。 「認定証」を提示してください。

況
状
税
課
税
民
住

非課税の方 住民生活課で交付申請
が必要です。

「認定証」「高齢受給者証」
を提示してください。

課税の方
で高齢者
受給者証
の自己負
担割合

2割の方 申請は必要ありません。「高齢受給者証」を提示してください。

3割の方
所得額によって交付申請
が必要です。お手数です
が、住民生活課へお問い
合わせください。

「認定証」「高齢受給者証」
または「高齢受給者証」を
提示してください。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

　
　
　
　
　な
ど
の
更
新
の
お
知
ら
せ
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令和２年度の町ぐるみ健診が始まります！令和２年度の町ぐるみ健診が始まります！

　延期していました町ぐるみ健診を、７月からスタートいた
します。7 月 17 日（金）に長谷町民体育館での健診を皮
切りに11月15日（日）神崎支庁舎までと、順次実施します。
　お申込みされている方には、健診日の10日前までを目安
にご案内を送付します。まだ、お申し込みされていない方
も随時申込みを受け付けます。ぜひともこの機会に受診を
していただき、病気の早期発見・早期治療等、健康維持
に努めましょう。
　また、神河町国民健康保険では人間ドックの助成（上
限額 20,350 円）も行っています。この助成については公
立神崎総合病院で受けられる場合と、その他健診機関で
受けられる場合では申請方法が異なります。この助成の申
請をされる場合は、住民生活課 国民健康保険係までお問
い合わせください。

【感染症拡大防止の対策のため、６月の町ぐるみ健診を
　　　　　　　　　　　延期とさせていただきました。】

■ 問 ・■申 健康福祉課　健診係  ☎ 32－2421
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　今年度の国民健康保険税の税率は据置きになります。賦課限度額については、医療保険分が２万円増額、
介護保険分が１万円増額になります。

【令和２年度税率】
所 得 割 額
均 等 割 額
平 等 割 額
賦課限度額

医療保険分
6.44％　

21,900円　
16,500円　

630,000円　

後期高齢者支援金分
2.90％　

9,700円　
7,300円　

190,000円　

介護保険分（※）
2.39％　

9,300円　
4,700円　

170,000円　

軽 減 割 合
７ 割 軽 減

５ 割 軽 減

２ 割 軽 減

【算出方法】
所 得 割 額
均 等 割 額
平 等 割 額

加入者それぞれの前年度中の総所得金額－基礎控除（33万円）×所得割税率
被保険者数×均等割額
平等割額（１世帯につき）

◆国民健康保険税の税率は据置きです◆

　世帯主と国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者（※1）の前年中の所得が下表の所得基準を下回る
世帯については、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
　軽減を受けるための申請は不要ですが、未申告世帯は軽減措置の適用がされません。なお、該当される世
帯については、軽減措置適用後の金額でお知らせしています。

◆低所得世帯に対する保険税の軽減措置が拡充されます◆

　世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主が納税
義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送付されます。

◆保険税の納税義務者は世帯主です◆

　申告をされないと適正な賦課をすることができず、軽減措置の適用もされません。国民健康保険の加入者
で19歳以上の方（平成13年1月1日以前生まれの方）は、たとえ学生でも所得の申告が必要になります。令和
元年中の所得を申告されていない方は、必ず申告（所得がない場合も０申告が必要）をしてください。詳し
くは税務課までお問合せください。

◆19歳以上の方は所得の申告が必要です◆

　世帯主が国民健康保険の被保険者であり、次の①～③のすべてに当てはまる方は、特別徴収（世帯主の年
金から天引き）となります。

◆年金からの特別徴収について◆

33万円以下
33万円 ＋ 28.5万円
（33万円 ＋ 28万円） ×（被保険者数+特定同一世帯所属者数）以下

33万円 ＋ 52万円
（33万円 ＋ 51万円） ×（被保険者数+特定同一世帯所属者数）以下

所 得 基 準（太字が、変更後の所得基準）

①国民健康保険の被保険者の方全員が65歳から74歳までの世帯の方
②介護保険料の特別徴収対象被保険者である方
③特別徴収の対象になる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、
　年金額の2分の1を超えない方

令和２年度  国民健康保険税
について

2020   JULY

5 ■問 税務課  ☎ 34－0961

（※）介護保険分は、40歳以上65歳未満の方のみ適用となります。

（※1）特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、
継続して同一の世帯に属する方
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　今年度の国民健康保険税の税率は据置きになります。賦課限度額については、医療保険分が２万円増額、
介護保険分が１万円増額になります。

【令和２年度税率】
所 得 割 額
均 等 割 額
平 等 割 額
賦課限度額

医療保険分
6.44％　

21,900円　
16,500円　

630,000円　

後期高齢者支援金分
2.90％　

9,700円　
7,300円　

190,000円　

介護保険分（※）
2.39％　

9,300円　
4,700円　

170,000円　

軽 減 割 合
７ 割 軽 減

５ 割 軽 減

２ 割 軽 減

【算出方法】
所 得 割 額
均 等 割 額
平 等 割 額

加入者それぞれの前年度中の総所得金額－基礎控除（33万円）×所得割税率
被保険者数×均等割額
平等割額（１世帯につき）

◆国民健康保険税の税率は据置きです◆

　世帯主と国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者（※1）の前年中の所得が下表の所得基準を下回る
世帯については、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
　軽減を受けるための申請は不要ですが、未申告世帯は軽減措置の適用がされません。なお、該当される世
帯については、軽減措置適用後の金額でお知らせしています。

◆低所得世帯に対する保険税の軽減措置が拡充されます◆

　世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主が納税
義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送付されます。

◆保険税の納税義務者は世帯主です◆

　申告をされないと適正な賦課をすることができず、軽減措置の適用もされません。国民健康保険の加入者
で19歳以上の方（平成13年1月1日以前生まれの方）は、たとえ学生でも所得の申告が必要になります。令和
元年中の所得を申告されていない方は、必ず申告（所得がない場合も０申告が必要）をしてください。詳し
くは税務課までお問合せください。

◆19歳以上の方は所得の申告が必要です◆

　世帯主が国民健康保険の被保険者であり、次の①～③のすべてに当てはまる方は、特別徴収（世帯主の年
金から天引き）となります。

◆年金からの特別徴収について◆

33万円以下
33万円 ＋ 28.5万円
（33万円 ＋ 28万円） ×（被保険者数+特定同一世帯所属者数）以下

33万円 ＋ 52万円
（33万円 ＋ 51万円） ×（被保険者数+特定同一世帯所属者数）以下

所 得 基 準（太字が、変更後の所得基準）

①国民健康保険の被保険者の方全員が65歳から74歳までの世帯の方
②介護保険料の特別徴収対象被保険者である方
③特別徴収の対象になる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、
　年金額の2分の1を超えない方

令和２年度  国民健康保険税
について

2020   JULY

5 ■問 税務課  ☎ 34－0961

（※）介護保険分は、40歳以上65歳未満の方のみ適用となります。

（※1）特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、
継続して同一の世帯に属する方
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6
■ 問 税務課  ☎ 34－0961

■ 問 税務課  ☎ 34－0961

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少 (※) が見込まれる世帯の方　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　保険税の一部を減額

世帯の主たる生計維持者について
（１）　事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて 10 分の３以上減
　　　少（保険金、損害賠償等による補填は控除する）する見込みがあること

（２）　前年の所得合計額が 1,000 万円以下であること
（３）　収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が 400 万円以下であること
　　　  （注意）申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響に
よる国民健康保険税の減免について

2020   JULY

7
新型コロナウイルスの影響により
納税が困難な方へ

　新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年以内の期間に限り、
町税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

　以下の①、②両方に該当する納税者（個人、法人）が対象になります。
　①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等　
　　に係る収入が前年の同期に比べて 20％以上減少している。
　②一時に納付し、又は納入を行うことが困難である。

●徴収猶予の「特例制度」について

●徴収猶予の「特例制度」について

　令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、
軽自動車税及び国民健康保険税が対象となります。

●対象となる町税

●申請にご用意いただくもの　 事業収入等の減少の事実があることが確認できる書類

●申請期限　 令和２年６月 30 日または納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）のいずれか遅い
　　　　　　 日までに申請が必要です。

【保険税の減免の対象となる方】

●保険税が一部減額される具体的な要件

減免対象の保険税額（Ａ×Ｂ÷Ｃ）
Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険税額
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
Ｃ：主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

●保険税の減免額は、減免対象保険税額（Ａ×Ｂ÷Ｃ）に減免割合（ｄ）をかけた金額です。

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合に
　は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税
　の全部を免除

●合計所得金額に応じた減免割合（ｄ）
300万円以下の場合
400万円以下の場合
550万円以下の場合
750万円以下の場合
１,000万円以下の場合

全部（10分の10）
10分の8
10分の6
10分の4
10分の2
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■ 問 税務課  ☎ 34－0961

　新型コロナウイルス感染症による影響で被害を受けた
介護保険第1号被保険者（65歳以上の方）は、介護保険料の減免を受けられる制度があります。
　申請には、収入を証明する書類が必要です。減免の種類・申請する方の状況によって必要書類が異なります
ので、事前に税務課へお電話等でご確認ください。

　保険料の納付が困難な第 1号被保険者については、申請により介護保険料を減免する制度があります。

＜Ｂ．新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免＞
　対象者：新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入
　　　　　または給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次の2点に該当する第１号被険者
　　１．事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の 10 分の 3以上
　　２．減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が 400 万円以下

　「減免割合」：前年の所得金額が 200 万円以下の場合：対象保険料の 10 分の 10
　　　　　　　前年の所得金額が 200 万円を超える場合：対象保険料の 10 分の 8
　　　　※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の10分の10を免除

＜減免の対象となる保険料＞
　令和 2年 2月 1日から令和 3年 3月 31 日までの納期限があるもの
　（特別徴収の場合は、支給日が対象期間内の保険料が対象）

＜Ａ．新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関わる減免＞
　対象者：新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または
　　　　　重篤な傷病を負った第 1号被保険者
　減免額：上記の減免の対象となる期間に関わる介護保険料の全額

減免について

　「対象額の計算」：対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得割÷
　　　　　　　　　世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免額：以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額

新型コロナウイルス感染症に関わる
介護保険料の減免について

2020   JULY

9 ■ 問 健康福祉課　介護保険係  ☎ 32－2421

介護保険負担限度額認定証の
更新時期です

　低所得の方には、申請により介護施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院）やショートステイ利用時の食費・居住費（部屋代）の負担が軽減されます。該当の方には負
担限度額認定証（黄緑色）を発行していますが、7 月 31 日で有効期限が切れますので、引き続きサービ
スを利用される場合は、更新の手続きをしてください。6 月下旬から 7 月中旬にかけて、現在対象となっ
ている方には更新の案内を送付します。

　現在、介護認定を受けておられる方全員に負担割合証（びわ色）を発行していますが、7 月 31 日で有効期
限が切れますので、新しい証を送付します。自己負担は本人等の所得に応じて、1 割、2 割、3 割となります。
　新しい負担割合証が届きましたら、ご利用の介護保険サービス事業所に提示をお願いします。

②要介護認定を受けられている方全員に、新しい負担割合証を送付します

①介護保険負担限度額認定証の更新時期です
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　高齢者の脱水症が増えています。食事や水分の摂取量が減りがちな高齢者は、本人も
周囲も気づかないまま脱水状態に陥り、正しい処置を施さないと重症化して命にかかわ
ることがあります。めまいやふらつき、ぼんやりしたり、食欲不振などの症状は、脱水症を
起こしている可能性があります。家族や周囲の人が気をつけてあげましょう。
　新聞や牛乳がたまっている、毎朝顔を合わせるのに今朝は見かけない・・・。
　心配だな、と感じた時はご連絡ください。

【熱中症予防強化月間】
「新しい生活様式」における
熱中症予防行動をしましょう！

■ 問 健康福祉課   ☎ 32－2421

■ 問 神河町地域包括支援センター   ☎ 32－2421

■ 問 教育課   ☎ 34－0212

　新型コロナウイルスの感染症予防による自粛生活で、外出の機会が
減り、日光に当たったり歩いたりする機会が減ったことで、暑さに弱
くなり、熱中症にかかりやすくなっています。例年よりも一層熱中症
にご注意ください。

熱中症予防行動

１．暑さを避けましょう
・エアコンを利用するなど、部屋の湿度を調整しま

しょう。
・衣服の工夫や冷却グッズで熱を逃がしましょう。
・外出時は、帽子や日傘で日ざしを避けましょう。

３．こまめに水分補給しましょう
・喉が渇く前に水分補給をしましょう。
（マスクをすると喉の渇きを感じにくくなります）
・１日あたり1.2リットルを目安にしましょう。
（持病がある方は主治医にご相談ください）

・大量に汗をかいた時は、塩分も忘れずに取りましょう。

４．暑さに備えた身体づくりをしましょう
・しっかりと睡眠がとれる工夫をしましょう。
・夏バテを防ぐ、たんぱく質・ビタミンＢ１・ビタミ

 ンＣ・ミネラル・クエン酸を
 豊富に取りましょう。

・１日1回、屋内や外で適度に
　運動をしましょう。

２．適宜マスクをはずしましょう
・気温・湿度の高い中でのマスク着用は注意が必要です｡
・屋外で人と十分な距離を確保できる場合には、マ

スクをはずしましょう。
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や

運動は避け、周囲の人との距離を十分にとった
上で、適宜マスクをはずして休憩しましょう。

高齢者や子ども、
障がいのある方は
　特にご注意！

2020年度「地区別人権教室」開催中止について
　今年度の地区別人権教室は、新型コロナウイルス感染の第２波・第３波が予
想されるなか、３密を防ぐため中止します。
　今年度は、神河町ケーブルテレビを利用した「人権教室」を実施します。なお、
放映日時については、告知放送等でお知らせします。

 みんなで見守り・支え合いましょう

Ｚ
ＺＺ

行政情報

町からのお知らせ
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新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

■ 問 健康福祉課  ☎ 32－2421

■「３密」（密閉・密集・密接）を避ける
　こまめに換気をしましょう。
■身体的距離（ソーシャルディスタンス）の確保
　できるだけ２ｍ、最低１ｍの距離を保ちましょう。
■マスクの着用、咳エチケットの徹底
　症状がなくてもマスクを着用しましょう（熱中症に注意）。
■手洗い・手指消毒
　帰宅時、用便後、食事前など、こまめに石けんで手を洗いましょう。
　消毒液は手にたっぷりととり、指の間や手の甲にもいきわたるように、
　完全に乾燥するまですり込みましょう。
■体温測定・健康チェック
　日頃から体調管理を心がけ、熱や風邪症状のある時は自宅で療養しましょう。

買い物
□通販、電子決済の利用
□展示品への接触は控える。　
□レジに並ぶときは、前後にスペース
□計画を立て、１人または少人数で
　すいた時間に素早く済ます。

スポーツ等
□ジョギングやウォーキングは少人数で
□すれ違うときは距離をとる。

食 事
□持ち帰りや出前、デリバリーも利用
□対面ではなく、横並びで座る。
□お酌、グラスやお猪口の
　回し飲みは避ける。
□会話は控えめに
□大皿は避け、料理は個々に

「ひょうごスタイル」の推進

　今後の感染拡大防止のために、引き続き一人ひとりが感染予防に取り組みましょう。

基本の感染症対策

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた救急蘇生法について

◆２４時間対応コールセンター
（予防・検査・医療に関するご相談）
☎ ０７８－３６２－９９８０

　胸骨圧迫のみの場合を含め、心肺蘇生はエアロゾル（ウイルスなどが浮遊した空気）を発生させる
可能性があるため、以下に留意してください。
●感染症が流行しているときは、全ての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応してください。
●成人の心停止に対しては、人工呼吸を行わず、胸骨圧迫とＡＥＤによる電気ショックを実施してください。
●子どもの心停止に対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身に付けていて、人工呼吸を行う

意思がある場合には、実施してください（窒息や溺水など呼吸障害が原因となる場合が多いた
め）。

●反応確認・呼吸観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔を、近づけすぎない。
●胸骨圧迫の開始の前に、ハンカチ、マスク、タオル等を、傷病者の鼻と口にかぶせる。
●処置後には石鹸と流水で速やかに手と顔を洗う、かぶせたハンカチ等は直接触れずに廃棄する。

※兵庫県　兵庫の新たな生活様式「ひょうごスタイル」より
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職種・勤務先・採用予定人数
　一般行政職・神河町役場・3名程度

初任給　・大学卒業者（4年制） 171,700円
　　　　・短大卒業者（2年制） 160,100円
　　　　・高校卒業者　　　　　150,600円
　※現在の標準的な初任給月額です。
　　経歴等に応じて加算される場合があります。

受験資格
　平成3年4月2日以降に生まれた人（29歳までの
人）で、高校以上を卒業した人又は令和3年3月に
高校卒業見込みの人

欠格条項（地方公務員法第16条）
　次のいずれかに該当する人は、受験できません。
(ア）禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わる

まで又はその執行を受けることがなくなるま
での人

(イ）神河町において懲戒免職の処分を受け、その
処分の日から2年を経過しない人

(ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲
法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す
ることを主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した人

採用予定日　令和3年4月1日

1次試験日及び場所
　令和2年9月20日（日）
　神戸医療福祉大学（福崎町高岡1966-5）

1次試験の方法
　教養試験と作文試験を行います。
(A）教養試験は、高校卒業程度の一般教養につい

て試験を行います。
(B）作文試験は、初級公務員として必要な知識及

び表現力について試験を行います。

１次試験合格発表　10月上旬

２次試験日及び場所
　10月下旬及び11月上旬
　日時、場所等については、1次試験合格者に通知
します。

2次試験の方法
　集団討論と適性検査及び個別面接による口述試
験を行います。

合格発表　11月中旬

受験手続及び受付期間
　申込用紙は、7月6日(月)から役場総務課で交付
します。なお、申込用紙を郵便で請求する場合
は、140円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(角
2号)を必ず同封してください。
　受験申込は、7月13日(月)から8月７日(金)まで
（平日の午前8時30分から午後5時15分まで）、役
場総務課で受け付けます（郵送も同様）。
　受験手続その他のお問合せは、総務課へご連絡
ください。

　放送大学は、テレビ･インターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
　ただいま2020年10月入学生を募集しています。詳しい資料を送付しますので、お気軽にお問合せください。

○募集学生の種類
― 教養学部 ―

科目履修生（6か月在学し、希望する科目を履修）
選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）

○出願期間
2020年6月10日～8月31日、9月1日～9月15日（インターネット出願も受け付けています）

○資料請求（無料）・お問合せ先
放送大学兵庫学習センター　☎078-805-0052　〒657-8501　神戸市灘区六甲台町2-1
姫路サテライトスペース　　  ☎079-284-5788　〒670-0012　姫路市本町68-290
放送大学ホームページ　https://www.ouj.ac.jp

― 大学院 ―
修士科目生（6か月在学し、希望する科目を履修）
修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修）

放送大学入学生募集放送大学入学生募集

神河町職員募集
■ 問 総務課  ☎ 34－0001

ー行政情報 ー　町からのお知らせ

ご活用ください！　
かみかわブランド開発
支援事業補助金

■ 問 ひと・まち・みらい課  ☎ 34－0002

　神河町の魅力を広くＰＲするため、神河町内の
資源（食材等）を使った商品の開発などにかかる
経費を支援しています。
　町内の産品を使用して商品開発をされる場合
は、ぜひご活用ください。

○補助金額　1事業者1商品につき10万円以内
○対象経費　試作材料費、容器・包装作成費、
　ＰＲ経費など
○補助条件　次のいずれにも該当すること

　①神河町内の資源（食材等）を使用すること

　②常時販売できること

　③商品名に「神河」「かみかわ」の文字を使
　　用すること

　④商品の包装に「カーミン」のイラストを使
　　用すること

　⑤令和3年3月31日までに商品化すること

　補助制度の詳しい内容は、ホームページでご確
認いただくか、ひと・まち・みらい課までお問い
合わせください。

ツキノワグマによる
人身事故防止のために

■ 問 地域振興課　農林業係
　 ☎ 34－0960

　春から秋にかけてはクマが活発に行動する時期と
なります。このため、食料を求めて人家や納屋、果
樹園などにやってくる可能性が高まっています。
　クマを集落や農地に寄せ付けないよう、また、不
意にクマに遭遇しないよう、特に次の点に注意しま
しょう。

・森林や森林の近くに行くときは音の出るものを携
帯しましょう
　山や森林付近の農地に出かけるときまたは夜間に
外出するときは、鈴やラジオなどの音の出るものを
身に付けましょう。特に雨の日や川沿いの場所では
人間の臭いや物音がクマに伝わりにくいため、大き
な音を出して人間の存在を知らせましょう。

・人里でも夕方から朝までの外出は特に注意しましょう
　クマは、夕方から早朝の間に人里に出没する可能
性が高くなります。この時間帯は、絶対に柿の木や
栗の木の近くなど、クマが居そうな所に近づかない
でください。

クマを目撃した場合は、
地域振興課農林業係、
福崎警察署（☎23-0110）に
ご報告をお願いします

1. ゴミを屋外に置かないようにしましょう。
2. 食料は、クマに気づかれないところに収納しましょう。
3. 果実は早めに収穫しましょう。
4. できるだけヤブや草むらを刈りましょう。

！ クマを寄せ付けないポイント ！ クマを目撃したら
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焼却火の不始末に
注意しましょう！

■ 問 住民生活課  ☎ 34－0963

　兵庫県内では、今年に入って、稲わらや枯草の
焼却、あぜ焼き、たき火等の監視不足や焼却後の
不始末を原因とした火災が増えて、山火事になっ
たり、隣の建物に燃え移ったりしています。

焼却火の不始末による火災を防ぐためには
● 風の強い日には、たき火等をしない
● 水バケツなどの消火用具を必ず準備する
● 準備した消火用具で消火できる範囲で少しずつ
　 小分けにして燃やす
● 終わるまでは、その場を離れてはいけません

　農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ない
場合等以外の焼却行為は原則禁止されています。
　また、例外とされる行為に該当する場合であっ
ても、苦情等があれば焼却を中止していただくよ
うお願いします。
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ご活用ください！　
かみかわブランド開発
支援事業補助金

■ 問 ひと・まち・みらい課  ☎ 34－0002

　神河町の魅力を広くＰＲするため、神河町内の
資源（食材等）を使った商品の開発などにかかる
経費を支援しています。
　町内の産品を使用して商品開発をされる場合
は、ぜひご活用ください。

○補助金額　1事業者1商品につき10万円以内
○対象経費　試作材料費、容器・包装作成費、
　ＰＲ経費など
○補助条件　次のいずれにも該当すること

　①神河町内の資源（食材等）を使用すること

　②常時販売できること

　③商品名に「神河」「かみかわ」の文字を使
　　用すること

　④商品の包装に「カーミン」のイラストを使
　　用すること

　⑤令和3年3月31日までに商品化すること

　補助制度の詳しい内容は、ホームページでご確
認いただくか、ひと・まち・みらい課までお問い
合わせください。

ツキノワグマによる
人身事故防止のために

■ 問 地域振興課　農林業係
　 ☎ 34－0960

　春から秋にかけてはクマが活発に行動する時期と
なります。このため、食料を求めて人家や納屋、果
樹園などにやってくる可能性が高まっています。
　クマを集落や農地に寄せ付けないよう、また、不
意にクマに遭遇しないよう、特に次の点に注意しま
しょう。

・森林や森林の近くに行くときは音の出るものを携
帯しましょう
　山や森林付近の農地に出かけるときまたは夜間に
外出するときは、鈴やラジオなどの音の出るものを
身に付けましょう。特に雨の日や川沿いの場所では
人間の臭いや物音がクマに伝わりにくいため、大き
な音を出して人間の存在を知らせましょう。

・人里でも夕方から朝までの外出は特に注意しましょう
　クマは、夕方から早朝の間に人里に出没する可能
性が高くなります。この時間帯は、絶対に柿の木や
栗の木の近くなど、クマが居そうな所に近づかない
でください。

クマを目撃した場合は、
地域振興課農林業係、
福崎警察署（☎23-0110）に
ご報告をお願いします

1. ゴミを屋外に置かないようにしましょう。
2. 食料は、クマに気づかれないところに収納しましょう。
3. 果実は早めに収穫しましょう。
4. できるだけヤブや草むらを刈りましょう。

！ クマを寄せ付けないポイント ！ クマを目撃したら
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焼却火の不始末に
注意しましょう！

■ 問 住民生活課  ☎ 34－0963

　兵庫県内では、今年に入って、稲わらや枯草の
焼却、あぜ焼き、たき火等の監視不足や焼却後の
不始末を原因とした火災が増えて、山火事になっ
たり、隣の建物に燃え移ったりしています。

焼却火の不始末による火災を防ぐためには
● 風の強い日には、たき火等をしない
● 水バケツなどの消火用具を必ず準備する
● 準備した消火用具で消火できる範囲で少しずつ
　 小分けにして燃やす
● 終わるまでは、その場を離れてはいけません

　農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ない
場合等以外の焼却行為は原則禁止されています。
　また、例外とされる行為に該当する場合であっ
ても、苦情等があれば焼却を中止していただくよ
うお願いします。
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法定外公共物の用途の廃止
と買取り手続きについて

■ 問 地籍課  ☎ 34－0965

ほうていがい  こうきょうぶつ

　『法定外公共物』とは、道路や河川などの公共
物のうち、道路法や河川法等の適用を受けないも
のを言います。一般的には、里道（赤線）・水路
（青線）と呼ばれてお
り、法務局に備え付け
の公図などで、「道」
「水」と表示された
り、赤色や青色で表示
されているものです。

　里道や水路などの法定外公共物の中には、法務局
の公図等に表示されていても、現況が宅地や田畑の
一部になってしまっているものがあります。

　このような場合
は、機能が失われた
部分の用途を廃止す
る申請を行ったうえ
で、その部分の買取
り手続きをしていた
だく必要がありま
す。ただし、公的機

能が失われた場合に限ります。
　法定外公共物は以前、国の財産でしたが、市町に
譲与されましたので、申請手続きがしやすくなって
います。希望される方は地籍課にご相談ください。
　なお、手続きに伴う測量や土地の登記などに要す
る費用は申請者の負担となります。

里道（赤線）
水路（青線）
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みんなの写真大募集！
■ 問 かみかわ夏まつり運営委員会事務局
　（地域振興課商工観光係）  ☎ 34－0971

　今年は、残念ながら中止となりました「かみか
わ夏まつり」ですが、8 月 1 日（土）19 時 30 分
からケーブルテレビで過去の夏まつりの映像を放
送します。そこで、毎年募集しています ”ほっこり
笑顔”の写真を今年も募集し、当日の放送で紹介さ
せていただきます。また、笑顔の写真だけでなく、
家族写真、おもしろ写真、今年産まれた赤ちゃん
の写真なども併せて募集します。年齢・性別は問
いませんので、多数の方々のご応募をお待ちして
います。

提出形式　データ形式
（郵送又はデータを持参ください。なお、提出され
たデータは返却できませんのでご了承ください）

受付期間　７月17日（金）まで
受付場所　地域振興課　商工観光係

66/2/2
白寿おめでとう
　　　ございます‼
白寿おめでとう
　　　ございます‼

　田玄郁様（根宇野）の白寿の
お祝いをさせていただきました。
　これからも健康に留意され、長
生きしてくださいね。

げんいく

Ｋ a m i k a w a  T o p i c s
ま ち の 話 題

　ギャンブル等依存症は、ご本人や周囲の
方に深刻な影響を及ぼします。

家庭の生ごみを減らしましょう  大好評！「コンポスト購入費助成事業」
　神河町では、ごみの分別・減量・資源化に取り組んでいます。その
取組の１つとして、指定された生ごみ処理容器（コンポスト）の購入
費用の約1／2を助成しています。開始してから多くの方から住民生活
課（☎34-0963）へ申請がありました。あなたも始めてみませんか？

①町内または町外の店（ネット販売含む）で町の指定するコンポストを
　購入する。
②領収書と認印・振込先の通帳を持って住民生活課の窓口へ行き、手
　続きをする。
③町から個人の指定口座に振り込みされる。

①認印を持って住民生活課の窓口へ行き、手続きをする。
②交付された「助成券」を指定販売店に持参して、電動コンポス
　トを購入する。
③町から指定販売店に振り込みされる。

ギャンブル等をしてみようと思っている人やギャン
ブル等をしている人が気を付けるべきポイント

周囲の人が気をつけるべきポイント

１．法令で定められた年齢で達していない
　人が、ギャンブル等をすることは認められ
　ていません。
２．仕事がうまくいかないストレス、ビギナー
　ズラックなど、誰にでもあるようなちょっと
　したきっかけで、ギャンブル等依存症になっ
　てしまう可能性があります。
３．ギャンブル等依存症になってしまうと、借
　金をするのは問題だと分かっていてもやめ
　られなくなってしまいます。

１．借金の肩代わりは禁物です。ご本人が立
　ち直るきっかけを奪ってしまいます。

２．ご本人の状況に振り回され、周囲の方も
　不健康な思考に陥ることのないようにしまし
　ょう。

　困ったときは、消費者ホットライン（☎188）
または神崎郡消費生活中核センター

（☎ 22-4977）にご相談ください。

周りに嘘をついて
ギャンブル等を
していませんか

消費者
問題

新型コロナ対策特別定額
給付金を利用してコンポスト
を購入しませんか

ご み
減 量

年金
だより

ご
存
知
で
す
か
？

会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は
、
第
2
号
被
保
険
者（
厚
生
年
金
）か
ら

第
1
号
被
保
険
者（
国
民
年
金
）へ
の
変
更
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※

第
3
号
被
保
険
者（
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
）

   

で
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
も
、
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
変
更
の
届
出
が
必

　
要
と
な
り
ま
す
。

〈
手
続
き
〉

〈
保
険
料
額
〉

〈
手
続
き
〉

〈
手
続
き
に
必
要
な
も
の
〉

　
厚
生
年
金
等
の「
資
格
喪
失
証
明
書
」を
持
参
の
上
、
住
民
生
活
課
ま
た

は
神
崎
支
庁
舎
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※

証
明
書
は
、お
勤
め
さ
れ
て
い
た
事
業
所
で
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、月
額
１
６
，５
４
０
円（
令
和
2
年
度
）で
す
。

　退
職（
失
業
）に
よ
り
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
お
い
て
退
職（
失
業
）の
事
実
が
あ

る
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。住
民
生
活
課
、
神
崎
支
庁
舎
ま
た
は
姫

路
年
金
事
務
所
で
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ

り
ま
す
）。

①
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の（
年
金
手
帳
、
個
人

　
番
号
カ
ー
ド
等
）

②
認
印（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

③
失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
の
写
し
（
雇
用

　
保
険
受
給
資
格
者
証
、離
職
票
等
の
写
し
）

お
問
合
せ

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
　
☎
０
５
７
０
ー
０
０
３
ー
０
０
４

姫
路
年
金
事
務
所
　
　
　
　
　
☎
０
７
９
ー
２
２
４
ー
６
３
８
２

住
民
生
活
課
　
　
　
　
　
　
　
☎
３
４
ー
０
９
６
２

 購入費を立て替えた後で、助成金を受ける場合

町内の指定販売店で購入する場合（電動コンポスト限定）

≪指定コンポストの品名と耐用年数≫

≪申請手続き≫

＊助成台数は1世帯1台で、耐用年数期間内は再申請できません。

①木製コンポスト
　（底あり）5年

②木製コンポスト
　（底なし）3年

③電動コンポスト
　10年

④釣鐘型
　コンポスト
　８年

⑤ＥＭぼかしコンポスト
　10年
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■ 材料（２人分）
・豚ロース肉（とんかつ用）　　２枚
・塩こしょう　　　　　　　　　少々
・オリーブオイル　　　　　小さじ１
・白ワインor酒　　　　　　大さじ１

－ソース－
・バター　　　　　　　　　　　10ｇ
・レモン（果汁）　 　　　 １/２個分

Health 7月の保健事業
July  Calendar

13：30
   ～15：00

9：30
   ～9：40

12：30
   ～13：00

9：30
   ～9：40

13：30
   ～14：00

13：30
   ～13：40

9：00
  ～11：30

9：00
  ～11：30

実施日 行　事　名 対　象　者事　業　名実施日 受付時間 場所

3日
( 金 )

22日
( 水 )

21日
( 火 )

28日
( 火 )

14日
( 火 )

22日
( 水 )

H28年4月･5月生まれ
H30年6月生まれ
R1年6月･11月生まれ
及び希望者

妊婦とパートナー
ママだけの参加も可

一般住民
（予約による個別相談）

すくすく相談
（乳幼児相談）

1歳6か月児健診

栄養相談

3歳児健診

健康福祉
なんでも相談

もぐもぐ教室
（離乳食教室）

プレママCafé
〈予約制〉

こころのケア相談
☆精神科医師相談

9：30
  ～11：00

神
崎
支
庁
舎

福
祉
事
務
所

中
播
磨
健
康

Ｈ28年12月～
　Ｈ29年2月生まれ

Ｈ30年9月～10月生まれ

R2年4月～5月生まれ

18日
( 土 )

プレパパプレママ教室
〈予約制〉

妊婦と生後6か月までの
お子様の保護者

一般住民

一般住民

■ 作り方
①豚肉は赤身と脂身の境目に数か所
　包丁を入れて筋を取り、全体をフ
　ォークで刺して、軽く塩こしょうをふる。
②フライパンにオリーブオイルをしき、

豚肉を並べて強めの中火で熱し、こんがり焼き目がついたら
裏返し、白ワインを加えてふたをし、蒸し焼きにする。

③火を止めて、ペーパータオルで余分な油をふきとり、ソースの材
料を加え、余熱で全体に絡める。

④食べやすい大きさに切って、器に盛りつけ、ソースをかける。

　豚肉に含まれるビタミンＢ1やレモンのクエン酸は疲労回復効果、レモンのリモネンという香り成分やビタミン
Ｃは免疫力を高め、抗酸化作用でメラニンの生成を抑える働きがあります。また、旬の夏野菜は、ビタミン類が豊
富で体を冷やす効果がありますので、積極的に取り入れて元気にこの夏を乗り切りましょう！

豚肉×レモンで疲労回復！豚肉×レモンで疲労回復！豚肉×レモンで疲労回復！Cooking 元気の素 ポークレモンソテー

エネルギー：332kcal塩分：1.2ｇ

エネルギー：332kcal塩分：1.2ｇ

☆乳児のマスク使用ではとても心配な
ことがあります。

●乳児の呼吸器の空気の通り道は狭い
ので、マスクは呼吸をしにくくさせ、呼
吸や心臓への負担になる。

●マスクそのものやおう吐物による窒
息のリスクが高まる。
●マスクによって熱がこもり熱中症のリ
スクが高まる。｠

２歳未満の子どもにマスクは不要、
むしろ危険です！

（日本小児科医会より）

令和２年度 「食育絵手紙」コンクール
兵庫県では、“食育”を実践するためのメッセージを絵と言葉で伝える「絵手紙」を募集しています。

テーマ①　「朝食の大切さを伝えるメッセージ」
　１日の始まりとなる朝食をしっかり食べ、健全な生活リズムをつくることを伝えましょう。

テーマ②　「魅力あふれるひょうごの食材を伝えるメッセージ」
　県内や地域で生産された食べ物の魅力を、次の世代に伝えましょう。

募集
テーマ

応募方法など詳しい情報は、
　　兵庫県ホームページをご覧ください。 兵庫県　食育絵手紙コンクール 検索

健康福祉課　☎32 ー2421

か情報！すこや
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・白ワインor酒　　　　　　大さじ１

－ソース－
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・レモン（果汁）　 　　　 １/２個分

Health 7月の保健事業
July  Calendar

13：30
   ～15：00

9：30
   ～9：40

12：30
   ～13：00

9：30
   ～9：40

13：30
   ～14：00

13：30
   ～13：40

9：00
  ～11：30

9：00
  ～11：30

実施日 行　事　名 対　象　者事　業　名実施日 受付時間 場所

3日
( 金 )

22日
( 水 )

21日
( 火 )

28日
( 火 )

14日
( 火 )

22日
( 水 )

H28年4月･5月生まれ
H30年6月生まれ
R1年6月･11月生まれ
及び希望者

妊婦とパートナー
ママだけの参加も可

一般住民
（予約による個別相談）

すくすく相談
（乳幼児相談）

1歳6か月児健診

栄養相談

3歳児健診
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なんでも相談

もぐもぐ教室
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プレパパプレママ教室
〈予約制〉

妊婦と生後6か月までの
お子様の保護者

一般住民

一般住民

■ 作り方
①豚肉は赤身と脂身の境目に数か所
　包丁を入れて筋を取り、全体をフ
　ォークで刺して、軽く塩こしょうをふる。
②フライパンにオリーブオイルをしき、

豚肉を並べて強めの中火で熱し、こんがり焼き目がついたら
裏返し、白ワインを加えてふたをし、蒸し焼きにする。

③火を止めて、ペーパータオルで余分な油をふきとり、ソースの材
料を加え、余熱で全体に絡める。

④食べやすい大きさに切って、器に盛りつけ、ソースをかける。

　豚肉に含まれるビタミンＢ1やレモンのクエン酸は疲労回復効果、レモンのリモネンという香り成分やビタミン
Ｃは免疫力を高め、抗酸化作用でメラニンの生成を抑える働きがあります。また、旬の夏野菜は、ビタミン類が豊
富で体を冷やす効果がありますので、積極的に取り入れて元気にこの夏を乗り切りましょう！

豚肉×レモンで疲労回復！豚肉×レモンで疲労回復！豚肉×レモンで疲労回復！Cooking 元気の素 ポークレモンソテー

エネルギー：332kcal塩分：1.2ｇ

エネルギー：332kcal塩分：1.2ｇ

☆乳児のマスク使用ではとても心配な
ことがあります。

●乳児の呼吸器の空気の通り道は狭い
ので、マスクは呼吸をしにくくさせ、呼
吸や心臓への負担になる。

●マスクそのものやおう吐物による窒
息のリスクが高まる。
●マスクによって熱がこもり熱中症のリ
スクが高まる。｠

２歳未満の子どもにマスクは不要、
むしろ危険です！

（日本小児科医会より）

令和２年度 「食育絵手紙」コンクール
兵庫県では、“食育”を実践するためのメッセージを絵と言葉で伝える「絵手紙」を募集しています。

テーマ①　「朝食の大切さを伝えるメッセージ」
　１日の始まりとなる朝食をしっかり食べ、健全な生活リズムをつくることを伝えましょう。

テーマ②　「魅力あふれるひょうごの食材を伝えるメッセージ」
　県内や地域で生産された食べ物の魅力を、次の世代に伝えましょう。

募集
テーマ

応募方法など詳しい情報は、
　　兵庫県ホームページをご覧ください。 兵庫県　食育絵手紙コンクール 検索

健康福祉課　☎32 ー2421

か情報！すこや

Care
Station

Hospital公立神崎総合病院のコーナー公立神崎総合病院のコーナー

　お口の健康と全身の健康は、とても深い関係にあります。むし歯や歯周病は口の中で発症しますが、
歯周病菌とその毒素は血流に乗って全身に回っているのです。
　多くの方がむし歯を気にされるかもしれませんが、実は歯周病も厄介です。歯周病を引き起こす細
菌は、脳梗塞、心筋梗塞、高血圧、糖尿病、認知症、
誤嚥性肺炎、早産など様々な病気を引き起こし、
悪化させる場合があることが分かっています。また、
歯周病は、骨を溶かす病気とも言われています。
　歯ぐきが下がっていくだけでなく、ひどくなると
顎の骨が溶けていきます。
　生涯にわたって健康的な歯でおいしく食事がで
きて、幸せな生活を送っていただくために、歯科
医院で「定期健診」を受けるとともに、日々のお
口のケアに努めましょう。
　来月は、歯のセルフケアのポイントについてお
伝えします。

ケアステーションかんざきだより
☎32－1910

　「いくつになっても元気でいたい」。誰もが願
うことですが、その上でちょっと気をつけてい
ただきたいことについてお話しいたします。
　高齢者、なかでも 75 歳以上の方では、要介
護状態となる要因として、脳卒中のような疾病
よりも「高齢による衰弱」の割合が高くなって
います。要介護状態の前段階を「フレイル（虚
弱）」と呼び、この段階での予防が最も効果的
で重要となります。フレイル予防には、適切な
運動（活動）とともに、食事の量と内容に気を
配ることが大切で、特に活動のエネルギー源と
なる炭水化物は、たんぱく質と共にしっかり摂
ることが求められています。
　ところが、健康意識の高い方であっても低栄
養状態となっている高齢者が増えているように

感じます。成人から中年期にかけては、メタボ
など生活習慣病の予防のために、意識的に食事
量や高カロリーを避けるようになっている方が
多いと思います。しかし、そのままの意識で高
齢期まで続けると、低栄養によるフレイルなど
の健康問題につながることがあります。
　最近では、高齢者にとっての栄養問題は、過
栄養（太りすぎ）よりも、低栄養（痩せすぎ）
の方が問題となってきています。人生 100 歳
時代を生き抜くために、しっかり食べて良好な
栄養状態を維持できるように意識を変えていく
ことが重要です。
　食生活の具体的なアドバイスは、町の栄養
士や保健師などが行っています。
　お気軽にご相談いただき、
いつまでもお元気でお過ご
しください。

お口の健康のはなし①

食生活のマインドチェンジ
－人生100歳時代を生き抜くために－

☎32－1331
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第15回神河町美術展 公民館教室が始まりました 

神河シニアカレッジ自治会活動  ６月16日（火）

期　　間　9月4日(金）～ 9月6日(日）
会　　場　神河町神崎公民館・
　　　　　神崎体育センター
作品部門　日本画・洋画・書・
　　　　　彫塑工芸・写真
出 品 料　無 料
搬　　入　8月29日（土） 10：00 ～16：00
　　　　　8月30日（日)     9：00 ～11：00
搬　　出　9月6日(日）　
　　　　　16：00 ～  受賞者と神崎郡外の出品者
　　　　　16：30 ～  神崎郡内の出品者
表 彰 式　9月6日(日）　
　　　　　14：00 ～
主　　催　神河町　　
　　　　　神河町教育委員会
後　　援   神河町議会・神崎郡美術協会 ・
　　　　　神河町文化協会 ・神河町商工会・
               兵庫西農業協同組合・中はりま森林組合

　コロナ禍により開催を検討しておりましたが、今年度
も町美術展を行なうことになりました。町内はもとより、
より多くの方々に出品いただき美術展を盛り上げてく
ださいますようお願いします。

先月から令和２年度の公民館教室が始まりました。
【６月より開設の教室 】
  ・成人ゼミナール　・クラフトテープ工作講座　
  ・和小物講座　・英会話（入門編）・パソコン（初級）
  ・古文書（初級） ・ゆかた着付け　

【今後開設される教室】
  ・自家焙煎コーヒー  ・子ども教室

　グリーンエコー笠形において、今年度シニアカレッ
ジで共に学ぶ受講生のみなさんが、グラウンドゴルフ
を通して、親睦を図りました。お互いにソーシャルデ
ィスタンスを守りながら和気あいあいの活動でした。
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※公募要項・出品申込み書についてのお問い合わせは、
　中央公民館・神崎公民館 までお願いします。

神 河 シ ニ ア カ レ ッ ジ

7月　1日（水）
「敵を知り、己を知る̶新型コロナとインフルエンザ Ｗ流行に備えて」
          神崎総合病院院長　宮原 誠二　氏
         10:30～12:00　会場：グリンデルホール

7月 18日（土）
「姫路藩の御用紙 」
        兵庫県立大学講師　宇那木　隆司　氏
        13:30～15:00　会場：神崎公民館 視聴覚室

成 人 ゼ ミ ナ ー ル

神崎公民館 さくら陶芸作品展
7 月 の ロ ビ ー 展

クラフトテープ工作講座 英会話（入門編）

中央公民館　☎ 34－1450
神崎公民館　☎ 32－1681

公民館へ

行こ ！うあそびにきてね！
おひさまルーム・なかよしルーム

大河内保健福祉センター 2階
（神河町比延 ５-２　☎34－0315）
利用時間 … 10時～ 16時
休 館 日 … 土曜・日曜・祝日

　

（警報発令時はお休みです）

木の貯金箱づくり

おすす
め図書（中央公民館

）

死者との対話
著　者：石原　慎太郎　/ 発行所：文藝春秋

図書室へ行こう！

新刊図書のご案内
神崎公民館

駆け入りの寺 澤田　瞳子
カケラ　 湊　かなえ
任侠シネマ　 今野　　敏
カインの傲慢　 中山　七里
妖の掟　 誉田　哲也
ユーカリの木の蔭で　　　　　

北村　　薫
きたきた捕物帖　　 宮部みゆき
ダブル・トライ　　 堂場　瞬一
真贋力　　 有馬　頼底
触法少女　誘悪　　　　　　　

　　　　　　ヒキタ クニオ

他10冊

中央公民館

死者との対話　 石原慎太郎
「好き」の因数分解　　　　　　

　最果　タヒ
話すチカラ

齋藤　孝・安住紳一郎
君はるか　古関裕而と金子の恋
　　　　　　　　　古関　正裕

迷宮の月　 安部龍太郎
暗鬼夜行　 月村　了衛
金の顔　 菊野　　啓
うめももさくら　 　石田　香織
さよなら願いごと　 大崎　　梢
結婚させる家　　　  桂　  望実

他7冊

中央公民館・神崎公民館

内 容 のこぎりで板を切り、金づちでくぎを打
って、木の貯金箱を作ります。

場 所 きらきら館

対 象 町内在住の小学生
持ち物 金づち、軍手、お茶

時 間 〈午前の部〉10時～11時30分
〈午後の部〉13時30分～15時

 　インパール作戦で多数の戦友を失った男が戦後にとった行動
とは？（『暴力計画』）。死に直面する作家が自在なリズムで自己
と対話する（『- ある奇妙な小説 - 老惨』）。末期患者と看護人
の間に芽生えた奇妙な友情（『死者との対話』）。ある少女を
襲った残酷な運命（『いつ死なせますか』）。切れ味の鋭い掌
編の連打（『噂の八話』）。「これは私の一生を通じて唯一
の私小説だ」（『死線を超えて』）。ヨットレースを引退し
た男の胸に去来するものは（『ハーバーの桟橋での
会話』）。齢８７を迎え、死と直面する自らを捉える
　　　作家の冷徹な眼 - 珠玉の七編

〇貸出・開館日の午前 9 時から午後 5 時まで　・各館ごとに 1 人 3 冊まで 2 週間
〇返却・   3 館（中央公民館・神崎公民館・きらきら館）どこでも返却可　両公民館の
　み開館日の午後 9 時 30 分まで（日曜・祝日は午後 5 時まで）
〇図書館相互利用　姫路市・相生市・赤穂市・福崎町・神河町の図書館では、
　マイナンバーカードで本の貸し出しができます。

7月  4日(土)　吉冨・大山・猪篠方面
7月21日(火)　寺前・大河方面
9:30～12:00の間に、みなさんの地域を車で
巡回しています。お気軽にご利用ください。

あおぞら
図書館

※7/15(水)から先着順で受け付けます。
　お申し込みは、きらきら館まで

8 月 8日（土）

※子育てグループ活動・体操教室は、途中入会できます。
　お問い合わせは、きらきら館まで
※グループ活動・体操教室・あおぞら図書館の日程は、
　くらしのカレンダーをご覧ください。

午前･午後の部
定員各10名

パクパクごっくん（こどものとも０･１･２）
うさぎさんのたんじょうび（こどものとも年少）
りんごりらっぱ（こどものとも年中） 
スーパーてるてる（こどものとも）
くずのしげみでみつけたむし（かがくのとも）  
いしがきのすきまに（ちいさなかがくのとも）
へんかしら そうかしら　 　
しろいおひげなにたべた？　
はーい！　
おやさいしろくま
おべんとうしろくま　
いちにちおばけ 
おばけのケーキ屋さん
せんろはつづく まだつづく　
せんろはつづく どこまでつづく

新しい絵本が入りました!
田村ゆうこ
小川かなこ
あべけんじ
みねおみつ
小林俊樹
かわしまはるこ
内田麟太郎
Ｍiya Uni
中川ひろたか
柴田ケイコ
柴田ケイコ
福部明浩
ＳＡＫＡＥ
竹下文子
竹下文子

きらきら館（神河町中村 29　☎ 32－2410）
開 館 時 間　9時～ 17時　休館日　月曜日

おひさま☆きらきら通信
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あそびにきてね！
おひさまルーム・なかよしルーム

大河内保健福祉センター 2階
（神河町比延 ５-２　☎34－0315）
利用時間 … 10時～ 16時
休 館 日 … 土曜・日曜・祝日

　

（警報発令時はお休みです）

木の貯金箱づくり

おすす
め図書（中央公民館

）

死者との対話
著　者：石原　慎太郎　/ 発行所：文藝春秋

図書室へ行こう！

新刊図書のご案内
神崎公民館

駆け入りの寺 澤田　瞳子
カケラ　 湊　かなえ
任侠シネマ　 今野　　敏
カインの傲慢　 中山　七里
妖の掟　 誉田　哲也
ユーカリの木の蔭で　　　　　

北村　　薫
きたきた捕物帖　　 宮部みゆき
ダブル・トライ　　 堂場　瞬一
真贋力　　 有馬　頼底
触法少女　誘悪　　　　　　　

　　　　　　ヒキタ クニオ

他10冊

中央公民館

死者との対話　 石原慎太郎
「好き」の因数分解　　　　　　

　最果　タヒ
話すチカラ

齋藤　孝・安住紳一郎
君はるか　古関裕而と金子の恋
　　　　　　　　　古関　正裕

迷宮の月　 安部龍太郎
暗鬼夜行　 月村　了衛
金の顔　 菊野　　啓
うめももさくら　 　石田　香織
さよなら願いごと　 大崎　　梢
結婚させる家　　　  桂　  望実

他7冊

中央公民館・神崎公民館

内 容 のこぎりで板を切り、金づちでくぎを打
って、木の貯金箱を作ります。

場 所 きらきら館

対 象 町内在住の小学生
持ち物 金づち、軍手、お茶

時 間 〈午前の部〉10時～11時30分
〈午後の部〉13時30分～15時

 　インパール作戦で多数の戦友を失った男が戦後にとった行動
とは？（『暴力計画』）。死に直面する作家が自在なリズムで自己
と対話する（『- ある奇妙な小説 - 老惨』）。末期患者と看護人
の間に芽生えた奇妙な友情（『死者との対話』）。ある少女を
襲った残酷な運命（『いつ死なせますか』）。切れ味の鋭い掌
編の連打（『噂の八話』）。「これは私の一生を通じて唯一
の私小説だ」（『死線を超えて』）。ヨットレースを引退し
た男の胸に去来するものは（『ハーバーの桟橋での
会話』）。齢８７を迎え、死と直面する自らを捉える
　　　作家の冷徹な眼 - 珠玉の七編

〇貸出・開館日の午前 9 時から午後 5 時まで　・各館ごとに 1 人 3 冊まで 2 週間
〇返却・   3 館（中央公民館・神崎公民館・きらきら館）どこでも返却可　両公民館の
　み開館日の午後 9 時 30 分まで（日曜・祝日は午後 5 時まで）
〇図書館相互利用　姫路市・相生市・赤穂市・福崎町・神河町の図書館では、
　マイナンバーカードで本の貸し出しができます。

7月  4日(土)　吉冨・大山・猪篠方面
7月21日(火)　寺前・大河方面
9:30～12:00の間に、みなさんの地域を車で
巡回しています。お気軽にご利用ください。

あおぞら
図書館

※7/15(水)から先着順で受け付けます。
　お申し込みは、きらきら館まで

8 月 8日（土）

※子育てグループ活動・体操教室は、途中入会できます。
　お問い合わせは、きらきら館まで
※グループ活動・体操教室・あおぞら図書館の日程は、
　くらしのカレンダーをご覧ください。

午前･午後の部
定員各10名

パクパクごっくん（こどものとも０･１･２）
うさぎさんのたんじょうび（こどものとも年少）
りんごりらっぱ（こどものとも年中） 
スーパーてるてる（こどものとも）
くずのしげみでみつけたむし（かがくのとも）  
いしがきのすきまに（ちいさなかがくのとも）
へんかしら そうかしら　 　
しろいおひげなにたべた？　
はーい！　
おやさいしろくま
おべんとうしろくま　
いちにちおばけ 
おばけのケーキ屋さん
せんろはつづく まだつづく　
せんろはつづく どこまでつづく

新しい絵本が入りました!
田村ゆうこ
小川かなこ
あべけんじ
みねおみつ
小林俊樹
かわしまはるこ
内田麟太郎
Ｍiya Uni
中川ひろたか
柴田ケイコ
柴田ケイコ
福部明浩
ＳＡＫＡＥ
竹下文子
竹下文子

きらきら館（神河町中村 29　☎ 32－2410）
開 館 時 間　9時～ 17時　休館日　月曜日

おひさま☆きらきら通信
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i
お
知
ら
せ

個
人
番
号
カ
ー
ド
臨
時
交
付
窓
口

お
よ
び
申
請
窓
口
の
開
設

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
さ
れ

た
方
で
、
ま
だ
受
け
取
り
に
来
ら

れ
て
い
な
い
方
を
対
象
に
臨
時
交

付
窓
口
を
開
催
し
ま
す
。
対
象
者

に
は
ハ
ガ
キ
で
案
内
を
送
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
作
る
予
定
の
方
を
対
象
に
、

申
請
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ど
ち
ら
も
予
約
制
で

す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
役
場
住

民
生
活
課
ま
で
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。　

　

8
月
2
日
（
日
）
午
前
９
時
～　

　

午
後
０
時
ま
で

　

・　

　

住
民
生
活
課

　

☎
３
４

－

0
９
６
２

　

予
約
時
間
　

平
日
の
午
前
９
時
か

　

ら
午
後
５
時
ま
で（
土
日
及
び
時

　

間
外
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
）

令
和
2
年
度
人
権
問
題
文
芸
作
品

「
の
じ
ぎ
く
文
芸
賞
」
募
集

　

兵
庫
県
と
公
益
財
団
法
人
兵
庫

県
人
権
啓
発
協
会
で
は
、
人
権
の

大
切
さ
や
思
い
や
り
、
支
え
合
う

こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
、
人
権

文
化
の
創
造
や
人
権
課
題
の
解
決

に
関
す
る
内
容
が
描
か
れ
た
文
芸

作
品
〔
小
説
、
随
想
（
手
記
・
作

文
を
含
む
）、詩
、創
作
童
話
〕
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　

９
月
10
日（
木
）
ま
で

　

県
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方　

　

で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
を
含

　

む
未
発
表
・
未
投
稿
の
自
作
の

　

作
品
に
限
り
ま
す
。
字
数
制
限

　

が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

　

当
協
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

　
（
公
財
）兵
庫
県
人
権
啓
発
協
会 

　

☎
0
7
8

－

2
4
2 

－

5
3
5
5

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
強
調

月
間

　

７
月
１
日
～
８
月
31
日

　

次
世
代
を
担
う
青
少
年
の
育
成

に
は
、
関
係
団
体
が
相
互
に
協
力

し
な
が
ら
、
地
域
が
一
体
と
な
っ

た
取
組
み
が
必
要
で
す
。
神
河
町

に
お
い
て
も
青
少
年
の
非
行
・
被

害
防
止
の
た
め
に
、
行
政
と
関
係

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
希　

　

望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
も
の
を　

　

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に

　

必
要
な
写
真
は
、
無
料
で
撮
影

　

し
ま
す
。

　

・
通
知
カ
ー
ド　

　

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お

　
　

持
ち
の
方
の
み
）　

　

・
本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
免　
　

　
　

許
証
等
）　

　

・
印
鑑  

７
月
は
“
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
”
強
調
月
間
・
再
犯
防
止
啓
発

月
間
で
す

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
と

は
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お

い
て
力
を
合
わ
せ
、
安
全
で
安
心

な
地
域
社
会
を
築
く
た
め
の
全
国

的
な
運
動
で
、
昭
和
26
年
に
始
ま

り
、
今
年
で
記
念
す
べ
き
70
回
目

を
迎
え
ま
す
。
例
年
、
７
月
の
強

調
月
間
に
「
駅
頭
、
街
頭
啓
発
活

動
」
及
び
“
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
”
神
崎
郡
住
民
大
会
を
開
催

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
の
他
の
取
組
み
と
し
て
、

広
報
車
や
防
災
行
政
無
線
で
啓
発

活
動
を
行
い
ま
す
。

　

住
民
の
皆
様
の
「
更
生
保
護
の

心
」
、
そ
し
て
「
助
け
合
い
の

心
」
が
地
域
社
会
に
広
が
っ
て
い

く
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　

住
民
生
活
課

　

☎
３
４

－

0
９
６
２

1
I N F O R M A T I O N

時

費 定 他

場 対
主 内 講

申 郵 Ｔel
Fax ＨＰ 窓

先 抽

主体・主催 内容 講師

申込み（

）
  

　

郵便で 電話で
ファクスで ホームページから 窓口で
先着順 定員超過の場合は抽選

日時

費用 定員 その他

ところ 対象

総務課 34－0001
ひと・まち・みらい課      34－0002
議会事務局 34－0213
地域振興課
　商工観光係 34－0971
　農林業係 34－0960
教育課 34－0212
住民生活課 34－0962
税務課 34－0961
建設課 34－0964
上下水道課 34－0966
会計課 34－0968

本　庁　舎

健康福祉課 32－2421
神崎支庁舎

地籍課 34－0965
大河内保健福祉センター

中央公民館 34－1450
神崎公民館 32－1681
センター長谷 35－0001
公立神崎総合病院　　　  32－1331
ケーブルテレビ 32－2752

その他

本庁・神崎支庁舎の開庁時間

祝日を除く月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで

各課の電話番号

問 問合せ先 ☎  電話番号　Fax  ファックス
HP  ホームページ　Mail  E-mail

時

時対

場他

問

問

問

　JR西日本は、7月1日から寺前駅にみどりの券売機を導入します。
この券売機では、お客様自らインターネットで指定券・乗車券が予約
できるe5489サービスで予約した切符の受取り、指定席券の購入な
どができます。券売機導入に伴い、窓口の営業時間が7時50分～18
時35分となりますのでご注意ください。なお、券売機については、5
時から23時までご利用できます。
　詳細は、JRおでかけネット　
　　 https://www.jr-odekake.net/ にてご確認ください。

JR寺前駅へのみどりの券売機導入について

募

集

HP

時
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団
体
が
連
携
し
て
様
々
な
事
業
を

実
施
し
ま
す
。

　

住
民
の
皆
さ
ま
も
、
神
河
町
の

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
育
成
に

向
け
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 

●
最
重
点
課
題
（
内
閣
府
発
表
）

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
に
係
る
子
供
の
性

　

被
害
等
の
防
止

 

●
重
点
課
題
（
内
閣
府
発
表
）

　

①
有
害
環
境
へ
の
適
切
な
対
応

　

②
薬
物
乱
用
対
策
の
推
進

　

③
不
良
行
為
及
び
初
発
型
非
行　
　

　

 

（
犯
罪
）
等
の
防
止

　

④
再
非
行
（
犯
罪
）
の
防
止

　

⑤
い
じ
め
・
暴
力
行
為
等
の
問　

　
　

題
行
動
へ
の
対
応

 

●
神
河
町
で
実
施
す
る
事
業

　

啓
発
チ
ラ
シ
配
布
、
の
ぼ
り
旗　

　

掲
示
、
青
パ
ト
巡
回
パ
ト
ロ
ー　

　

ル
、
小
学
生
に
よ
る
午
後
６
時

　

帰
宅
放
送

　

教
育
課

　

☎
３
４

－

0
2
1
2

町
立
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校

の
夏
季
休
業
日
の
短
縮
と
学
校
閉

庁
日
の
お
知
ら
せ

【
夏
季
休
業
日
に
つ
い
て
】

　

こ
の
た
び
の
臨
時
休
校
に
伴
う

授
業
時
数
減
を
補
う
た
め
、
夏
季

休
業
期
間
を
次
の
と
お
り
短
縮
し

ま
す
。

・
夏
季
休
業
日

　
　

8
月
8
日
（
土
）
～
8
月
16　

　
　

日
（
日
）
の
9
日
間

・
1
学
期
終
業
式　

　
　

8
月
7
日
（
金
)

・
2
学
期
終
業
式　

　
　

8
月
17
日
（
月
)

【
学
校
閉
庁
日
に
つ
い
て
】

　

町
立
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学

校
で
は
、
8
月
13
日
か
ら
8
月

15
日
を
学
校
閉
庁
日
と
し
ま
す
。

　

学
校
閉
庁
日
に
は
教
職
員
が
不

在
と
な
り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
体
育
館
は
従
来
ど

お
り
利
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
学

校
閉
庁
日
に
各
学
校
へ
緊
急
に
連

絡
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
教

育
課
へ
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

教
育
課

　

☎
３
４

－

0
2
1
2

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動
実
施
！

【
7
/

15
（
水
）
～
7
/

24
（
金
）】

『
や
さ
し
さ
と 

        

笑
顔
で
走
る 
兵
庫
の
道
』

　

夏
の
時
期
は
、
レ
ジ
ャ
ー
等
に

よ
り
交
通
量
が
変
化
す
る
こ
と
に

加
え
、
日
中
の
暑
さ
を
避
け
て
朝

夕
に
活
動
す
る
高
齢
者
や
夏
休
み

に
屋
外
で
活
動
す
る
子
供
が
増
加

す
る
と
と
も
に
、
暑
さ
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
や
疲
労
等
に
よ
り
、
気
の

緩
み
が
生
じ
や
す
い
季
節
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
交
通
事
故
の
多

発
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
こ
の
よ
う
な
夏

特
有
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
広
く
県

民
に
交
通
安
全
思
想
の
普
及
・
浸

透
を
図
り
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守

と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を

習
慣
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通

事
故
防
止
の
徹
底
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

《
推
進
テ
ー
マ
》

・
み
ん
な
で
つ
く
る　

通
学
路
の　

　

交
通
安
全

・
思
い
や
る 

気
持
ち
で
守
る 

高

　

齢
者

《
運
動
重
点
》

（
1
）
子
供
と
高
齢
者
の
安
全

　
　
　

な
通
行
の
確
保

（
2
）
高
齢
運
転
者
等
の
交
通

　
　
　

事
故
防
止

（
3
）
自
転
車
の
交
通
安
全

（
４
）
飲
酒
運
転
等
の
悪
質
・

　
　
　

危
険
な
運
転
の
根
絶

（
5
）
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト

　
　
　
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

　
　
　
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

　
　
　

の
徹
底

西
播
磨
地
域
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
等
見
直
し
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

　

公
述
申
出
の
手
続
方
法
を
含
む

公
聴
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
県

公
報
、
県
H
P
及
び
県
広
報
紙
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
、
公
述

問

問

申
出
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
公

聴
会
を
開
催
し
ま
せ
ん
。

　

７
月
17
日
（
金
）
19
時
～
20
時

　
姫
路
市
民
会
館

　
３
階
第
２
会
議
室

　

兵
庫
県
都
市
計
画
課

　

☎
０
７
８

－

３
６
２

－

３
５
７
８

　

https://w
eb.pref. hyogo.

   1g.jp/tow
n/cate3_201. 

   htm
l

時場HP

　サマージャンボ宝くじの売上金
の約 4 割は、県内市町の住み良い
まちづくりに活用されています。
売上金は、各都道府県の販売実績
等に応じて交付されますので、ぜ
ひ、兵庫県内の宝くじ売り場又は
インターネットでお買い求めくだ
さい。

●発売　7 月 14 日（火）
　　　　　　　～ 8 月14 日 （金）

問　（公財）兵庫県市町村振興協会
　☎ 078-322-1151

当たってにっこり　
地元もほっこり

問
　令和２年６月号７頁及び裏表紙の記
載に誤りがありましたので、訂正しお詫
び申し上げます。

寄附をいただいた方（７頁）
　正：中播広域シルバー人材センター
　誤：中播シルバー広域センター

歴史文化遺産の写真（裏表紙）
　坂の地蔵尊の写真と西山墓苑萬霊塔
　の写真位置の誤り（入れ違い）



　こ
の
た
び
新
た
に「
ア
グ
リ
女
子
通
信
」と
い
う
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
、
町
外
か
ら
神
河
町
に
来
て
農
業
に
取

り
組
ん
で
い
る
女
性
た
ち
に
、
ア
グ
リ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
神
河
の
活
動
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　
今
回
、
ア
グ
リ
女
子
通
信
を
担
当
し
ま
す
、
ア
グ

リ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
神
河
株
式
会
社
の
清
水
桃
子
と

申
し
ま
す
。

　
私
は
、
農
業
高
校
出
身
の
経
験
を
生
か
し
て
、

通
年
イ
チ
ゴ
の
収
穫
が
で
き
る
町
を
目
指
し
、
冬

春
イ
チ
ゴ
＆
夏
秋
イ
チ
ゴ
の
栽
培
に
日
々
奮
闘
し
て

い
ま
す
。

　
今
回
は
、
ア
グ
リ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
神
河
で
、
４

年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
「
人
参
ジ
ュ
ー
ス
」
を

ご
紹
介
し
ま
す
。こ
の
人
参
ジ
ュ
ー
ス
の
元
に
な
る「
京

く
れ
な
い
」
と
「
彩
誉
（
あ
や
ほ
ま
れ
）」
は
、
町

内
の
営
農
組
合
や
担
い
手
農
家
の
皆
さ
ん
に
栽
培
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
神
河
町
の
美
味
し
い
水
で
育
っ

た
人
参
で
作
る
１
０
０
％
人
参
ジ
ュ
ー
ス
で
す
。

　
こ
の
人
参
ジ
ュ
ー
ス
は
、
町
内
の
カ
ー
ミ
ン
の
観
光

案
内
所
、
道
の
駅
「
銀
の
馬
車
道
・
神
河
」、
旧
難

波
酒
造
の
「
神
河
倶
楽
部
」
な
ど
で
販
売
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
飲
ま
れ
た
こ
と
の
な
い
皆
さ
ん
！
ぜ
ひ
、
一

度
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
お
中
元
・
お
歳
暮
な
ど
贈
答
品
と
し
て
、

ぜ
ひ
と
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
地
域
お
こ
し

協
力
隊
の
植
木

で
す
。　
思
い
も

よ
ら
な
い
「
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
」
の

影
響
で
生
活
様

式
が
大
き
く
変

わ
っ
た
方
も
多
く

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。経
済
的
に
も
大
き
な
打

撃
を
受
け
、
将
来
へ
の
不
安
も
隠
せ
ま
せ
ん
が
、
先
ず
は

健
康
に
明
日
を
迎
え
る
事
が
で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
願

い
ま
す
。　
私
も
「
東
京
の
飲
食
店
へ
の
野
菜
の
出
荷
」
が

全
て
ス
ト
ッ
プ
し
た
ま
ま
と
な
り
、
先
行
き
不
安
な
日
々

を
送
っ
て
お
り
ま
す
。

　
島
根
県
に
あ
る
食
品
加
工
業
者
に
お
願
い
し
て
、
柚
子

製
品
の
共
同
開
発
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
！
ま
た
、丹
波

の
酒
蔵
さ
ん
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き

「
神
河
柚
子
」を
使
っ
た
お
酒
の
製
造
の
話
も
進
め
て
お
り

ま
す
。　
今
ま
で
に

無
か
っ
た
「
特
産
品
」

の
製
造
、
開
発
が
で

き
れ
ば
と
少
し
ず
つ

前
進
し
て
い
ま
す
。

　
4
月
か
ら
岩
屋
の

桃
園
も
使
わ
せ
て
い

た
だ
け
る
こ
と
と
な

り
、
新
た
な
果
樹
園

が
で
き
る
よ
う
苗
木

を
植
え
付
け
、
日
々

忙
し
く
時
間
に
追
わ

れ
る
毎
日
を
過
ご
し

て
い
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
不
安
は

消
え
な
い
で
す
が
、

新
た
な
時
代
の
1
歩

と
な
る
よ
う
こ
れ
か

ら
も
頑
張
り
ま
す
！

新・カーミングッズ、続々登場!!新・カーミングッズ、続々登場!!
　カーミンの観光案内所では、水で冷やして使える「冷た～いマスク」、パソ
コン作業に使えるマウスパッドを新しく販売中 !　マスクは眼鏡をかけていても
曇らず作業できます。マウスパッドと一緒にパ
ソコン作業にいかがですか？
　このほか、観光案内所には色々なカーミン
グッズを販売しています !　自分用・お土産用
に、ぜひご利用ください♪

神　河　町

ひと･まち･
みらい課
☎34-0002

協 力 隊

協
力
隊
通
信

地域おこし

ひと･まち･
みらい課

ア
グ
リ
女
子
通
信

アグリイノベ
ーション神河

 隊員
植木　節
 うえき　　  せつ

今年植え付けた
柚子の苗木

丹波にある歴史
ある酒蔵さん

☎34-0002

開館時間：午前 9 時～午後 5 時
水曜定休日　☎ 34-1001
HP http://www.kamikawa-navi.jp/

カーミンの
観光案内所
だより

各 SNS（Facebook、
Twit ter、Instagram）に
て、神河町の情報発信・PR
を行っています !
ぜひチェック＆フォローをお
願いします。

観光協会観光協会

神河町観光協会

「かみかわ観光ナビ」
で検索してね

大人用（小・大）650円／子供用600円（税込） 500円（税込）

冷た～いマスク 冷た～いマスク 
冷た～いマスク 

マウスパッドマウスパッドマウスパッド

好評につき品
薄！

要ご予約

SUN（日） ＭON（月） TUE（火） WED　（水） THU（木） FRI（金） SAT（土）

人権をたしかめる日

海の日食育の日

スポーツの日

減塩の日

くらしのカレンダー

CALENDAR 7
　 　 　 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

1 2 13 14 15 16 17 18

19 20 21
22

23
24 25

26 27 28

29

30 31

役場本庁舎本庁
神崎支庁舎神支
中央公民館中公
神崎公民館神公
大河内保健福祉センター保セ

グリ グリンデルホール
きら きらきら館
カミ カーミンの観光案内所
町グ 町民グラウンド
総病 公立神崎総合病院

神支

神支

神支

神支神支

神支

神支

神支

神公

保セ

保セ

①神崎高校1年生のオリエン
　テーリング
②小田原川・越知川鮎の解禁
③グリーンエコー笠形 グラウ
　ンドゴルフ月例大会
④すくすく赤ちゃん

①第95回神河町議会定例会
　（最終日）
②成人ゼミナール「日本人はど
　こから来たか」
③シニアカレッジ「病気の予防
　と健康に関して」

ご家庭のWi-Fiルータをより安全にお使いいただくために
　ご家庭に設置されている Wi-Fi ルータが何者かに乗っ取られ、
それを踏み台にして米国企業のサーバに不正アクセス攻撃 (DDoS
攻撃）に使用される事例が町内で発生しています。
　こうしたサイバー攻撃の被害にあわないためにも、お客様ご自身
が適切にセキュリティ対策をすることが重要です。大切なデータ・
生活を守るために、以下の点に注意してください。

１．最新プログラムでの運用
　　Wi-Fi ルータのプログラムは常に最新版で運用しましょう。
２．より安全なパスワードの設定
　　管理画面へログインするためのパスワードは初期値ではなく、
　 複雑なものに変更しましょう。

※購入後３年経過している場合は、買い替えを検討ください。その
　際、DLPA 推奨ルータ（上記に対応済み）を選定ください。

神河町人権教室
成人ゼミナール

「日本人はどこから来たか」

● 固定資産税　
　第2期納期限
● 国民健康保険税 
　第1期納期限
● 介護保険料　
　第1期納期限

● パソコン教室(初級）
　9:30～
● 古文書教室(初級）
  9:30～
● 親子ハッピー体操
  10:00～
（神崎体育センター）

● あおぞら図書館
  9:30～
 （寺前～大河方面）
● プレママCafé
  9:30～

● もぐもぐ教室
  13:30～

● おひさまタイム
  10:00～
● 1歳6か月児、３歳児健診
  12:30～
● 法律相談
  13:30～16:00

● 神河シニア陶芸
  13:30～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● あおぞら図書館
  9:30～
 （吉冨～猪篠方面）
● クラフトテープ工作
  9:30～

● すくすく赤ちゃん体操
  10:00～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● 神河シニア教養講座
  10:30～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● １歳親子活動
  10:00～

● 健康福祉なんでも相談
  9:00～11:30
● 栄養相談
  9:00～11:30

● 英会話教室(入門編）
  19:00～

● ０歳親子活動
  10:00～
● 神河シニア陶芸
  13:30～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● ２歳親子活動
  10:00～
● 神河シニア園芸
  10:30～

● ３歳親子活動
  10:00～
● 神河シニア
　園芸  10:30～
　趣味  13:30～

● 親子ハッピー体操
  10:00～
  （神崎体育センター）

● 自家焙煎コーヒー  
　教室
  10:00～

● パソコン教室(初級）
　9:30～
● すくすく相談
  13:30～

● 神河シニア趣味講座
  13:30～

きら

きら

きら

きら きら

きら きら

きら

きら

きら

● プレパパプレママ 
　教室
  9:30～
● ゆかた着付け教室
  9:30～
● 成人ゼミナール
  13:30～

神公
神公

神公

中公

中公

中公

神公

神公

グリ 中公 中公

神公

ケーブルテレビ、インターネットのお問い合わせ
　神河町ケーブルテレビネットワーク　☎３２－２７５２

ケーブルテレビ 番組表 7月

放送日 7/1（水）から 7/3（金） 7/4（土）から 7/10（金）

まちかどウィークリー放送時間　① ６時 30 分  ② ７時 30 分  ③ 1 0 時　　④ 12 時　 ⑤ 15 時 ⑥ 18 時 30 分 ⑦ 21 時 ⑧ 23 時
特別番組放送時間 　 ①  8 時　　 ② 12 時 30 分    ③ 16 時  　④ 19 時　⑤ 21 時 30 分

※ケーブルテレビの番組は毎週土曜日に内容を更新します。 
※都合により番組内容を変更する場合があります。 

まちかど
ウィークリー

特別番組
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SUN（日） ＭON（月） TUE（火） WED　（水） THU（木） FRI（金） SAT（土）

人権をたしかめる日

海の日食育の日

スポーツの日

減塩の日

くらしのカレンダー

CALENDAR 7
　 　 　 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

1 2 13 14 15 16 17 18

19 20 21
22

23
24 25

26 27 28

29

30 31

役場本庁舎本庁
神崎支庁舎神支
中央公民館中公
神崎公民館神公
大河内保健福祉センター保セ

グリ グリンデルホール
きら きらきら館
カミ カーミンの観光案内所
町グ 町民グラウンド
総病 公立神崎総合病院

神支

神支

神支

神支神支

神支

神支

神支

神公

保セ

保セ

①神崎高校1年生のオリエン
　テーリング
②小田原川・越知川鮎の解禁
③グリーンエコー笠形 グラウ
　ンドゴルフ月例大会
④すくすく赤ちゃん

①第95回神河町議会定例会
　（最終日）
②成人ゼミナール「日本人はど
　こから来たか」
③シニアカレッジ「病気の予防
　と健康に関して」

ご家庭のWi-Fiルータをより安全にお使いいただくために
　ご家庭に設置されている Wi-Fi ルータが何者かに乗っ取られ、
それを踏み台にして米国企業のサーバに不正アクセス攻撃 (DDoS
攻撃）に使用される事例が町内で発生しています。
　こうしたサイバー攻撃の被害にあわないためにも、お客様ご自身
が適切にセキュリティ対策をすることが重要です。大切なデータ・
生活を守るために、以下の点に注意してください。

１．最新プログラムでの運用
　　Wi-Fi ルータのプログラムは常に最新版で運用しましょう。
２．より安全なパスワードの設定
　　管理画面へログインするためのパスワードは初期値ではなく、
　 複雑なものに変更しましょう。

※購入後３年経過している場合は、買い替えを検討ください。その
　際、DLPA 推奨ルータ（上記に対応済み）を選定ください。

神河町人権教室
成人ゼミナール

「日本人はどこから来たか」

● 固定資産税　
　第2期納期限
● 国民健康保険税 
　第1期納期限
● 介護保険料　
　第1期納期限

● パソコン教室(初級）
　9:30～
● 古文書教室(初級）
  9:30～
● 親子ハッピー体操
  10:00～
（神崎体育センター）

● あおぞら図書館
  9:30～
 （寺前～大河方面）
● プレママCafé
  9:30～

● もぐもぐ教室
  13:30～

● おひさまタイム
  10:00～
● 1歳6か月児、３歳児健診
  12:30～
● 法律相談
  13:30～16:00

● 神河シニア陶芸
  13:30～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● あおぞら図書館
  9:30～
 （吉冨～猪篠方面）
● クラフトテープ工作
  9:30～

● すくすく赤ちゃん体操
  10:00～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● 神河シニア教養講座
  10:30～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● １歳親子活動
  10:00～

● 健康福祉なんでも相談
  9:00～11:30
● 栄養相談
  9:00～11:30

● 英会話教室(入門編）
  19:00～

● ０歳親子活動
  10:00～
● 神河シニア陶芸
  13:30～
● おはなしなあに？文庫
  14:00～

● ２歳親子活動
  10:00～
● 神河シニア園芸
  10:30～

● ３歳親子活動
  10:00～
● 神河シニア
　園芸  10:30～
　趣味  13:30～

● 親子ハッピー体操
  10:00～
  （神崎体育センター）

● 自家焙煎コーヒー  
　教室
  10:00～

● パソコン教室(初級）
　9:30～
● すくすく相談
  13:30～

● 神河シニア趣味講座
  13:30～

きら

きら

きら

きら きら

きら きら

きら

きら

きら

● プレパパプレママ 
　教室
  9:30～
● ゆかた着付け教室
  9:30～
● 成人ゼミナール
  13:30～

神公
神公

神公

中公

中公

中公

神公

神公

グリ 中公 中公

神公

ケーブルテレビ、インターネットのお問い合わせ
　神河町ケーブルテレビネットワーク　☎３２－２７５２

ケーブルテレビ 番組表 7月

放送日 7/1（水）から 7/3（金） 7/4（土）から 7/10（金）

まちかどウィークリー放送時間　① ６時 30 分  ② ７時 30 分  ③ 1 0 時　　④ 12 時　 ⑤ 15 時 ⑥ 18 時 30 分 ⑦ 21 時 ⑧ 23 時
特別番組放送時間 　 ①  8 時　　 ② 12 時 30 分    ③ 16 時  　④ 19 時　⑤ 21 時 30 分

※ケーブルテレビの番組は毎週土曜日に内容を更新します。 
※都合により番組内容を変更する場合があります。 

まちかど
ウィークリー

特別番組
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安田　奈央 ちゃん
（１歳）

やすだ なお

【 貝野 】

きしだ しょうのすけ

岸田 翔ノ介 くん
（６歳）うた

詩
【 根宇野 】

LINE（ライン）
公式アカウント

兵庫県神河町（Kamikawa）

Facebook
フェイスブック

@kamikawa.hyogo

Twitter
ツイッター

@kamikawa_hyogo

Instagram
インスタグラム

kamikawa_hyogo

YouTube
ユーチューブ
兵庫県神河町

まちのえがお

ひとこと

笑顔いっぱい　

元気いっぱい　

大きくなってね！

ひとこと

仲 良 く

大 き く

なってね。

 

題
目
塔
と
供
養
塔
　
　
　
　    

 

　
　
　
　
　『
か
み
か
わ
歴
史
文
化
遺
産
カ
ル
テ
』
よ
り
〈
上
岩
区
〉

今
回
は
、
題
目
塔
と
供
養
塔
を
紹
介
し
ま
す
。

【
題
目
塔
】

　

題
目
塔
と
は
、日
蓮
宗
の
題
目
で
あ
る「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」を
刻
ん
だ
塔
で
、筆
先
を
髭
の
よ
う
に

長
く
は
ね
て
書
く
こ
と
か
ら「
髭
題
目
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。こ
の
題
目
塔
の
高
さ
は
２
４
０
㎝
、台
座
を

あ
わ
せ
た
総
高
は
３
０
０
㎝
で
す
。「
南
無
妙
法
蓮

華
経
日
蓮
大
菩
薩　

法
教
天
王
依
加
護
明
治
廿

八
年（
１
８
９
５
）三
月
建
之　

妙
法
寺
廿
一
世
日

禧
」の
銘
文
が
あ
り
ま
す
。

【
供
養
塔（
霞
松
塚
）】

　

こ
の
石
碑
は
、か
つ
て
、播
州
観
音
霊
場
二
五
番
札

所
の
大
悲（
日
）庵
で
あ
っ
た
上
岩
区
の「
憩
い
の
館
」

の
前
に
あ
り
ま
す
。碑
文
は
、幕
末
期
に
上
岩
村
の

庄
屋
を
務
め
た
、黒
田
弥
右
衛
門 

吉
常
が
、自
身
に

つ
い
て
書
い
た
も
の
で
、安
政
二
乙
卯
年（
１
８
５
５
）

陽
中（
2
月
）に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
碑
文
に

よ
る
と
、弥
右
衛
門
は
書
道
を
た
し
な
み
、猿
岩
の

周
り
に
松
が
生
い
茂
り
、霞
が
か
か
る
景
色
を
見
た

こ
と
か
ら
、雅
号
を「
猿
岩
亭 

霞
松
」と
称
し
、弟

子
を
多
く
迎
え
て
い
た
よ
う
で
す
。そ
の
弟
子
た
ち

か
ら
筆
跡
を
残
す
勧
め
が
あ
り
、石
碑
の
建
立
に

至
っ
た
よ
う
で
す
。

　

建
立
の
際
に「
幾
と
せ
の 
に
ほ
ひ
の
こ
れ
よ 

う
め

の
華  

霞
松
」と
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

広
報

か
み

か
わ

7
〈
発
行
〉
神
河
町
役
場
総
務
課

http://w
w

w
.tow

n.kam
ikaw

a.hyogo.jp/

〒
679-3116　

兵
庫

県
神

崎
郡

神
河

町
寺

前
64

Tel 0790-34-0001   FA
X

 0790-34-0691
E-m

ail info@
tow

n.kam
ikaw

a.hyogo.jp
令
和
２
年
7
月
号
N
o.176

ちゃん
（１歳）

供養塔（霞松塚）

題目塔


